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序章 通信端末の多様化の背景 

 

現在、我が国では多様な通信端末が出現するとともに、機器のユビキタス化が進

んでいる。その背景には、ブロードバンド環境の急速な普及・拡大や、高度なネッ

トワークを利用したＩＰ（Internet Protocol）系サービスの普及・拡大といったネ

ットワークのＩＰ化の影響があり、次世代ＩＰネットワークの実現に向けた動きは

ますます活発化しているところである。 

ＩＰ化によるネットワーク構造の変化によって、既存の電話網においてネットワ

ークの一端に接続するのみであった通信端末は、ネットワークと連携してサービス

を提供するようになることが想定されている。また、ＩＰネットワークにおいては、

ソフトウェアダウンロードを用いたサービス・機能の追加による多様なアプリケー

ションの実行、コンテンツやネットワークに適応した通信品質の確保、高度なセキ

ュリティ等、端末とネットワークが連携して様々な機能を実現することが期待され

ている。 

このようなブロードバンド化の進展、ＰＳＴＮ（Public Switched Telephone 

Networks、回線交換網）からＩＰ網への移行等、ＩＰ化の進展による市場環境の変

化を踏まえた上で、総務省では、電気通信市場において一層の競争促進を図り、利

用者利益の確保を図るため、平成 18 年９月に「新競争促進プログラム２０１０」

を取りまとめている。その中で、端末認証制度の見直し等については、「オープン性

を確保したユビキタスネットワークを早期に実現し、世界に先駆けた製品開発や標

準化を通じ、我が国のＩＴ産業全体の国際競争力の向上を図る観点から、ＩＰ化に

対応した端末の基本機能や認証制度の在り方等について、2006 年中に検討の場を設

け、2007 年中に結論を得る。」とまとめられているところである。 

 

以上のように、ネットワークのＩＰ化による通信端末に求められる役割の変化に

対し、次世代ＩＰネットワークが本格化する 2010 年までに、制度面・技術面の環

境整備が必要となってきている。このため、本研究会では、 

 ① ＩＰ化の進展動向を踏まえた通信端末のイメージ 

 ② ＩＰ化の進展動向に対応した通信端末に必要な要素 

 ③ 今後のＩＰ化の進展に対応した通信端末の利用に向けた課題及び推進方策 

に関する検討を行った。 
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第１章 電気通信事業の現状及びネットワークのＩＰ化を巡る内外の動向 

 

１－１ 電気通信事業の現状 

 

現在、私たちの生活に浸透している電気通信サービスとしては、固定電話サービ

スや携帯電話等の移動電話サービスといった、音声伝送をベースとしたサービスが

ある。これらは、通話に必要な通信品質を維持するための容量を交換機等が確保す

る回線交換システムにより、実現されている。 

一方で、電子メールやＷｅｂといった主にパーソナルコンピュータ（ＰＣ）で利

用するタイプの様々なアプリケーションをＩＰによってベストエフォート型で伝送

するインターネットが商用化され、また、ＤＳＬ（Digital Subscriber Line、デジ

タル加入者線）、ＦＴＴＨ（Fiber To The Home）、ＣＡＴＶインターネット等の高

速アクセス技術を用いたブロードバンドが急速に拡大してきている。 

また、昨今、インターネットの基本技術であるＩＰ技術を活用して音声を伝える

ＩＰ電話が実用化され、その利用も急速に進んでいる。 

電気通信サービス契約数等の推移は図１－１のとおりである。 
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(1) ブロードバンドの進展 

情報通信分野における急速な技術革新や、競争政策等の推進により、図１－２に

あるようにブロードバンド環境が急速に普及・進展している。 

特に最近の傾向としては、これまで我が国のブロードバンド化を牽引してきたＤ

ＳＬやケーブルインターネットといった比較的廉価なサービスにかわり、高速な光

ファイバサービス（ＦＴＴＨ）の加入者が加速度的に増加しており、今後も、我が

国のブロードバンド環境は一層の高度化が進展していくものと見込まれている。 

また、これに伴い、このような高度なネットワーク環境を利用した新しいＩＰ系

サービスが急速に普及・拡大している。 

※2004年（平成16年）5月末までは任意調査、2004年6月末より改正電気通信事業報告規則に基づく調査。
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図１－２ プロバイダの加入契約数の推移 

（総務省資料より作成） 

 

(2) ＩＰ電話の普及 

ブロードバンドサービスの進展とともに、我が国では、他国に先駆けて、ＩＰ電

話サービスの本格的な普及が始まっている。図１－３に示すとおり、2007 年３月末

で利用者数は約 1,433 万件となっている。 

なお、我が国においては、ＩＰ電話サービスに用いられる電気通信番号は、以下

の２種類が存在する。 

 

① 0AB～J 番号 

技術基準（総合品質等）や緊急通報（110 番、119 番等）などについて、アナロ

グ電話と同等の要件を満たすＩＰ電話サービスに指定されるもの 
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② 050-CDEF-GHJK 番号（以下「050 番号」という。） 

電話として利用できる最低限の品質を有し、地理的識別性を求められない（ロケ

ーションフリーで利用可能である）ＩＰ電話サービスに指定されるもの 

 

図１－３から明らかなように、昨今は、これらのうち、0AB～J 番号のＩＰ電話

の利用数の伸びが顕著であり、050 番号のＩＰ電話については、2007 年３月末にお

いて、利用数の集計を開始した 2003 年 12 月末以来はじめて、利用数合計が前期と

比較してマイナス傾向へ転じている。 

※ 2003年度分については「電気通信事業分野の競争状況の評価に関する平成16年度実施細目」に基づくアンケート調査結果、
2004年度以降分については省令に基づく報告によるもの。

※ 件数は、最終利用者に利用されている０５０や０AB～Jの電話番号の数を集計したもの（厳密な契約数ではない。）。
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図１－３ ＩＰ電話の利用数の推移 

（総務省資料より作成） 

 

(3) 携帯電話・ＰＨＳの普及状況 

携帯電話とＰＨＳの加入契約数の合計は 2007 年３月末に１億加入を突破し、約

１億 170 万加入となっている。携帯電話の加入契約数は約 9,672 万、ＰＨＳの加入

契約数は約 498 万であり、携帯電話に関しては、毎年約 500 万の加入契約増が続い

ている。 
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図１－４ 携帯電話・ＰＨＳの利用数の推移 

（総務省資料より作成） 

 

(4)携帯電話によるインターネット接続の増加 

携帯電話の加入契約数（2007 年３月末 約 9,672 万加入）のうち、第３世代携帯

の加入契約数は約 6,991 万加入で加入契約数に占める割合は 72.3％となっている。 

また、インターネット接続サービス加入契約数は約 8,437 万であり、加入契約数に

占める割合は 87.2％となっている。 
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図１－５ ２Ｇ・３Ｇ携帯電話の加入契約数の推移 
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１－２ 情報通信関連産業の現状 

 

(1) 情報通信関連機器の市場規模の推移 

 前項で取り上げた電気通信サービスの利用状況の変化とともに、端末機器をはじ

めとした、情報通信関連産業にも変化が見られる。 

移動電話端末においては、台数こそ横ばいになりつつある状況であるが、３Ｇ携

帯電話への移行とともに市場規模の拡大が進んでおり、ＰＣについては、2002 年度

以降、市場の拡大が見られる。ＩＰ電話やスマートフォン、無線ＬＡＮ等、新しい

技術を利用したサービスに用いる端末機器についても市場規模の拡大が見られる。 

 

① 携帯電話・ＰＨＳ・ページャー 
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図１－６ 携帯電話・ＰＨＳ・ページャーの国内市場規模推移 
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図１－７ 携帯電話市場推移    図１－８ 携帯電話市場推移 

     （国内・台数）          （国内・金額） 

出典：情報通信ネットワーク産業協会「通信機器中期需要予測」（携帯電話・ＰＨＳ）、経済産業省生産動態統

計調査（ページャー） 
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図１－９ 携帯電話の世界市場推移 

出典：社団法人 電子情報技術産業協会「移動電話世界需要予測」2004 年版、2005 年版、2006 年版 
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② ＰＣ（パーソナルコンピュータ） 
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図１－１０ ＰＣの需要台数の推移及び予測（国内） 

出典：（社）電子情報技術産業協会「2006～2009 年度産業用電気機器需要予測」 

（2005 年度以前は実績、2006 年度以降は予測） 
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図１－１１ ＩＰ電話の国内市場規模推移 図１－１２ ＩＰ電話の世界市場規模推移  

出典：情報通信ネットワーク産業協会「指定通信端末の市場データ」（2004、2005 年度は実績、2006 年度は予

測） 
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図１－１３ スマートフォンの国内市場規模推移 図１－１４ スマートフォンの世界市場規模推移  

出典：情報通信ネットワーク産業協会「指定通信端末の市場データ」（2005 年度は実績、2006 年度は予測） 
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図１－１５ ＰＤＡの国内市場規模推移 図１－１６ ＰＤＡの世界市場規模推移 

出典：情報通信ネットワーク産業協会「指定通信端末の市場データ」（2005 年度以前は実績、2006 年度は予測） 
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図１－１７ 無線ＬＡＮの国内市場規模推移 図１－１８ ホットスポットの設置数の推移 

出典：富士キメラ総研                出典：日経マーケット・アクセス 

「コミュニケーション機器マーケティング調査総覧」  「日経マーケット・アクセス年鑑 IT 基本データ」 
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図１－１９ 無線ＬＡＮ出荷高（国内）推移 図１－２０ 無線ＬＡＮ搭載機器（国内）推移  

出典：矢野経済研究所「インターネットワーキング２００６」  出典：日経マーケット・アクセス 

「日経マーケット・アクセス年鑑 IT 基本データ」 

 

(2) デジタル・コンテンツ市場 

2004 年の我が国のデジタル・コンテンツの市場規模は、図１－２１のように、約

11 兆 600 億円（ＧＤＰ比 2.3％）と推測され、市場規模は 2000 年頃から 11 兆円前

後で横ばいの状況が続いているが、パソコン及び携帯電話等で流通する通信系コン

テンツの占める割合は、2.7％（2000 年）から 6.2％（2004 年）へと増加している。 

その中でも、モバイル化の進展により、モバイルコンテンツ産業の市場が拡大し

ており、モバイルコンテンツ市場とモバイルコマース市場からなる我が国のモバイ

ルコンテンツ産業の市場規模は、図１－２２のように、2005 年に 7,224 億円（対前

年比 39.0％増）に拡大し、市場別には、モバイルコンテンツ市場で 3,150 億円（同

21.0％増）、モバイルコマース市場で 4,074 億円（同 57.1％増）となっている。 
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図１－２１ デジタル系ソフト、通信系ソフトの市場規模の推移 

出典：総務省情報通信政策研究所「メディア・ソフトの制作及び流通の実態調査」 
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図１－２２ モバイルコンテンツ産業の市場規模 

（総務省「モバイルコンテンツ産業構造実態に関する調査研究報告書」により作成） 
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(3) 国際競争力 

通信端末の多様化により、通信端末関連市場が一層拡大していくものと予想され

るなか、グローバル市場で大きな競争力を確保することが重要である。 

しかしながら、現在の端末関連市場においては、携帯電話の出荷数が国内トップ

のメーカでも世界市場では２％程度のシェアに低迷している等、十分な国際競争力

を有しているとは言えない状況にある。 

その要因としては、図１－２３の調査のようにグローバルスタンダードの獲得や

中国等の大規模市場への参入が十分にできていないことが挙げられている。 
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図１－２３ 日本のＩＣＴ分野における国際競争力が「低下している」と回答した

理由 

出典：情報通信ネットワーク産業協会「ユビキタスネット社会に向けた研究開発の在り方」より 

グローバルスタンダードを獲得していない 

国内市場中心で中国等の大規模市場が 

できていない 

研究開発費、研究人員の削減 

中国、韓国など東アジア諸国の研究開発力強化 

その他 
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１－３ ブロードバンドネットワーク推進のための我が国の政策的対応 

 

(1) ｅ－Ｊａｐａｎ戦略・ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画 

ＩＣＴの国家戦略として 2001 年１月に策定された「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略」におい

ては、「我が国が５年以内に世界最先端のＩＴ国家となる」旨を大目標として設定し

ている。続いて 2003 年７月に策定された「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ」においては、「2005

年までに世界最先端のＩＴ国家となる」という大目標を実現するとともに、2006 年

以降も世界最先端であり続けることを目指す」旨の大目標を設定している。 

また、「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略」のアクションプランである「ｅ－Ｊａｐａｎ重点計

画-2004」（2004 年６月策定）では、実利用ベースの目標を、「有線・無線を問わず、

高速インターネットアクセス（144Kbps 以上 30Mbps 未満）へ 4,000 万加入、それ

に加えて超高速インターネットアクセス（30Mbps 以上）へ 1,000 万加入を達成する」

との新たな目標をネットワークの進展を踏まえて設定したところである。 

 

(2) ｕ－Ｊａｐａｎ政策 

総務省では、「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略」を踏まえ、2004 年 12 月に「ｕ－Ｊａｐａｎ

政策」を策定した。ｕ－Ｊａｐａｎ政策では「2010 年には世界最先端のＩＣＴ国家

として先導する」旨の大目標を設定。ユビキタスネットワーク整備については、「2010

年までに国民の 100％が高速または超高速を利用可能な社会に」との目標を設定して

いる。 

この目標を実現するために、①有線・無線のシームレスなアクセス環境の整備、②

ブロードバンド基盤の全国的整備、③実物系ネットワークの確立、④ネットワーク・

コラボレーションの基盤整備、の４点を重点戦略として策定している。 

 

(3) ｕ－Ｊａｐａｎ推進計画 2006 

2006 年９月には、ｕ－Ｊａｐａｎ政策の総合的な推進を担保しつつ、状況に応じ

重点的な取組を行う分野を定めるため「ｕ－Ｊａｐａｎ推進計画２００６」が策定さ

れた。この計画は、ＩＣＴ政策を個別施策レベルまで掘り下げ、ｕ－Ｊａｐａｎ政策

の総合的な推進を担保しつつ、状況に応じ重点的な取組を行う分野を定めるため、原

則毎年策定し、その進捗管理や必要に応じた施策の追加や削除（ＰＤＣＡ）を行うこ

ととしている。 

2006 年度においては、先駆的な価値創発の動きを加速しつつユビキタスネット社

会形成を進める観点から「①通信・放送の融合・連携の推進」を通じて情報通信産業

が持つ潜在能力を最大限発揮できるような社会システムへの変革を進めるとともに、

「②ＩＣＴによる成長力・競争力・ソフトパワーの強化」、「③ＩＣＴによる安心・安

全なユビキタスネット社会の実現」等に重点を置いた総合的な取組を進めることとし

ている。 
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１－４ 次世代ＩＰネットワークの概要 

 

従来の電話網をＩＰ化するに際し、各国において次世代ＩＰネットワークの研究

開発が活発に行われている。 

 

１－４－１ 次世代ＩＰネットワークの標準化 

ＰＳＴＮからＩＰ網への移行は世界的に進んでおり、国際電気通信連合

（International Telecommunication Union、ＩＴＵ）、欧州電気通信標準化協会

（European Telecommunications Standards Institute、ＥＴＳＩ）等においては、

次世代のオールパケット型ネットワークの一つとして、ＮＧＮ（Next Generation 

Network）の標準化活動が活発化している。 

ＩＴＵ－Ｔ（ International Telecommunication Union Telecommunication 

Standardization Sector、国際電気通信連合 電気通信標準化部門）においてはＮＧ

Ｎの国際標準化が最重要課題として取り上げられ、2006 年７月にＮＧＮのスコープ、

要求条件、ＱｏＳ（Quality of Service）の一般則等を中心とするＮＧＮリリース１

の基本的勧告案が確定された。基本的な勧告案の確定に合わせ我が国から提案した

補足提案も合意され、今後は具体的なプロトコルを定める関連技術勧告を 2007 年

９月までに完成する予定となっている。 

既存ネットワークからＮＧＮへの移行は、ネットワークを構成する通信機器の市

場等に大きな影響をもたらす可能性がある。国内外を問わずネットワークのＩＰ化

に向けた動きが、世界的な潮流として活発化している中で、国際競争力を確保し、

国内外を問わず幅広い市場で優位性を確保するためには、自らの技術を国際標準に

反映させることが重要である。従って、我が国としても国際標準化への取組を強化

し、製品やサービスの開発で先行することが重要な課題である。 

 

(1) ＮＧＮの構成 

ＮＧＮの構成は転送機能とサービス付与機能に分かれており、それぞれの機能は

以下のとおりである。 

① 転送機能は、パケット型統合ネットワークを想定し、現在幅広く利用されて

いる「ＩＰ」を基本とする。 

② サービス付与機能は、電話の基本・付加接続機能やウェブサービス、ビデオ

配信サービス等のサービス固有機能を提供する。まずは、ＩＰ電話やビデオチ

ャット、テレビ会議システムを実現するセッション制御機能について、「ＳＩ

Ｐ」を基本として検討する。 

このような、ＮＧＮ分離モデルにより、装置の柔軟な配置、独立発展する最新技

術への対応、多様なビジネスフォーメーションを可能とする。 

 

(2) ＮＧＮの特長 
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現在、ＩＴＵ－Ｔ等において標準化が検討されているＮＧＮの主な特徴は、以下

のとおりである。 

① オールパケット型ネットワーク 

② 音声だけでなく映像やデータ等の広範なマルチメディアサービスを提供 

③ ネットワークの品質や利用者の端末機器に応じてエンド・トゥ・エンドの総

合品質を保証 

④ 既存ネットワークとの相互運用性の確保 

⑤ ユビキタスなアクセス等の高度なモビリティを実現 

⑥ 固定網と移動網の融合に対応（完全シームレス通信の提供） 

⑦ サービスの独立な発展を許容する高速伝達網の上にサービスを構築するＮ

ＧＮアーキテクチャ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－２４ ＮＧＮの機能構成 

（ＩＴＵ－Ｔ部会ＮＧＮ－ＷＧ資料より作成） 
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１－４－２ 内外の事業者のＩＰ化に向けた取組 

 

ＩＰ技術を用いることにより、従来の電話網より安価で高度な通信網が構築でき

ることから、ＩＰ系サービスの急速な普及と合わせて、内外の主要な事業者が、従

来の電話網をＩＰネットワークに移行する計画を相次いで公表している。 

 

(1) 国内における取組 

ア 日本電信電話株式会社の取組 

日本電信電話株式会社においては、2004 年 11 月に公表した中期経営戦略の中

で、端末機器からネットワークまで一貫してＩＰ化したネットワークとして次世

代ネットワークを構築し、「メタルから光」、「固定電話網から次世代ネットワーク」

へ切り替えることとしており、2010 年には、3,000 万（全契約者 6,000 万）の利

用者が光アクセスと次世代ネットワークにシフトすることとしている。 

これに続いて、2005 年 11 月に発表した「ＮＴＴグループ中期経営戦略の推進

について」においては、光ファイバ・無線をアクセス回線とし、県内／県間、東

／西、固定／移動のシームレスなサービス提供をＩＰベースで可能とする次世代

ネットワークを東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、株式会社エ

ヌ・ティ・ティ・ドコモが連携して構築するとともに、固定・移動融合（Fixed Mobile 

Convergence、ＦＭＣ）に対応するため、次世代ネットワークと、ＷｉＭＡＸ等

のブロードバンド無線技術と組み合わせることにより、より高度で柔軟な固定・

移動間のシームレスな通信サービスを提供することとしている。 

また、2006 年 12 月より、次世代ネットワークの本格導入に先立ち、技術確認

等のためのフィールドトライアルを実施しており、その中でアプリケーション／

端末におけるインタフェースの提示や他網との相互接続条件等の提示を行ってい

る。 

 

イ ＫＤＤＩ株式会社の取組 

ＫＤＤＩ株式会社においては、2003 年 10 月に、ＦＴＴＨにより、映像、高速

インターネット、高品質なＩＰ 電話のトリプルプレイサービスを開始し、2004

年９月に固定電話網ＩＰ化計画を発表している。2005 年２月には、加入者電話回

線（メタル回線）をＩＰネットワークに直接接続し、2007 年度末までにはＩＰに

よるソフトスイッチへの置換を完了させることとしている。 

また、2005 年６月に発表した、ウルトラ３Ｇ構想においては、固定・携帯等の

アクセス回線に依存しない、固定移動統合網（ウルトラ３Ｇ）を構築し、ＩＰｖ

６を採用したオールＩＰのネットワークバックボーンを構成することとしている。 

 

ウ ソフトバンクグループの取組 

ソフトバンクテレコム（旧日本テレコム）株式会社においては、1998 年にオー
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ルＩＰ化構想である「ＰＲＩＳＭ」を提唱し、世界に先駆けてネットワークのＩ

Ｐ化を推進した。本構想の実現形態として 2000 年にＩＰ－ＶＰＮおよびＶｏＩ

Ｐ（Voice over IP）サービスを開始した。また、ソフトバンクＢＢでは 2001 年

よりＡＤＳＬサービス、2002 年よりＶｏＩＰサービスを提供しているが、これら

はいずれもオールＩＰ網によって提供されている。2005 年にはＦＴＴＨによる映

像、高速インターネット、高品質なＩＰ電話のトリプルプレイサービスを開始し、

既存の固定電話のＩＰ化への置換えについても推進している。更に、2005 年 12

月に発表した「ＩＲＩＳ」構想では、コンピューティングとネットワーキングの

融合を次世代ネットワークのキーコンセプトとし、オンデマンド型のサーバープ

ラットフォームサービスを提供している。 

 

(2) 海外における取組 

ア 英国の取組 

ＢＴは、2004 年６月、「21 世紀ネットワーク（21st Century Network （２１

ＣＮ））計画」を発表した。この背景として、既存のＰＳＴＮの寿命、維持運用コ

ストの負担増大、ＣＡＴＶ事業者との間での激しい顧客獲得競争などが考えられ

る。2005 年から本格的な移行を開始し、2007 年には利用者の移行率が 50％以上、

2008 年には、ほとんどの利用者が局舎内での工事を必要とせずＢＴのブロードバ

ンドサービスを利用可能とすることとしている。 

「２１ＣＮ計画」では、既存ＰＳＴＮの設備更改に伴いネットワーク構成を大

幅に簡素化・効率化し、既存のサービス毎の多層的なネットワークをＩＰベース

の単一のマルチサービスネットワークへと移行するとしている。具体的にはメタ

ル線のアクセスネットワークは維持しつつ、コアネットワーク部分をＩＰ化する

こととしている。 

 

イ 韓国の取組 

ＫＴでは、「ＦＴＴＨ推進戦略」を策定し、2004 年 10 月の光州地域の 100 加

入者に対するモデルサービスを経て、2009 年までに 100Mbps 級の速度の光ケー

ブル 174 万 9,000 回線を普及させる計画を発表している。 

また、ＫＴは韓国政府の方針「ｕ－Ｋｏｒｅａ推進戦略（ＩＴ８３９戦略）」に

沿って、2010 年までにネットワークのオールＩＰ化を計画しており、2006 年～

2007 年に市外網をＩＰ化し、2008 年～2010 年ですべての交換機をＩＰ化するこ

とを計画している。 
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第２章 ＩＰ化時代の通信端末の将来イメージ 

 

本章においては、通信端末を取り巻く環境の変化として、ネットワーク技術及び

端末技術の進歩を概観した上で、通信端末の将来像を描き出し、重要となる要素を

検討する。 

 

２－１ 通信端末を取り巻く環境の変化 

 

２－１－１ ネットワーク及び周辺技術の進展 

ここでは、ネットワーク技術やそれを用いたサービス等が 2010 年頃及び 2015

年頃にどのように進展しているかについて検討した結果、得られたイメージを挙げ

る。 

 

２－１－１－１ 2010 年頃のネットワーク 

(1) ネットワークのオールＩＰ化 

通信・放送融合、Ｗｅｂ２．０などの変化が既に予兆されているように、2010

年頃には次世代ＩＰネットワークが本格的にサービス展開するとともに、ＷｉＭＡ

ＸやＷｉＦｉを利用した高速モバイルデータ通信によりＩＰネットワークの普及が

加速する。 

また、通信キャリアのネットワークは固定系、移動系を問わずＩＰ化が進展し、

オールＩＰで構成されたネットワークへ移行する。そして通信端末同士がＩＰネッ

トワーク上で連携し、より高度なサービスが提供される。 

 

(2) サービスの多様化 

既に述べたようなネットワークのＩＰ化やブロードバンドの拡大などにより、各

種ネットワークの特徴を活かした多様なサービスが出現する。 

例えば、オフィスにおいては、ＴＶ会議システム、ロボット受付、モバイルオフ

ィス、サイバー秘書、ホームネットサポートセンターなど、また、家庭においては、

ホームドクター、マイルームレッスン、マルチテレビ、地域コミュニティ、癒し系

サイバーペット、ネットショッピング、防犯監視などの実現が予想される。 

また、コンシェルジュ・サービスとして防災、見守り、バリアフリー、観光、環

境等といった分野にもＩＰ化された端末を用いた高度なサービスが登場する。 

 

(3) 端末がネットワークと連携してサービスを提供 

携帯電話や通信機能を持った家電、センサ等の端末がネットワークを介して連携

し、サービスを提供する。 

また、そうした複数端末で構成される端末網は、ゲートウェイを介してネットワ

ークに接続する。 
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(4) 標準化の活発化 

通信端末を中心としたサービスプラットフォーム構築に向けて、多種ネットワー

クとの接続性及び多重接続性、基本情報データ形式等の基本技術、基本サービスの

標準化が必要となり、各国が戦略的な取組を強化している。 

 

２－１－１－２ 2015 年頃のネットワーク 

(1) 移動系と固定系の融合 

移動通信の分野において、３Ｇの後継となる４Ｇが実用化されるなど、移動系ネ

ットワークの進展を背景に、移動系と固定系の融合型サービスが実現され、その共

通プラットフォームを活用したＦＭＣなどの多様なサービスが展開される本格的な

ユビキタス時代が到来する。 

 

(2) ネットワークの多様化 

人体を通信ケーブルの代わりに利用して近距離の通信を行う人体通信や非接触Ｉ

Ｃカードとの通信など、サービスや通信端末の多様化に伴い、これらに適した通信

インタフェースや能力がネットワークに求められ、ネットワークも多様化する。 

例えば、ＩＰトラヒックの急増に対応した安心・安全・便利なネットワークや、

他キャリアやＩＳＰとの相互接続性やセキュリティを確保したオープンなネットワ

ーク、利用者毎、アプリケーション毎のダイナミックなリソース割当（流量制限・

接続許可）により実現されるエッジノード間の品質制御が可能なネットワークなど

が考えられる。 

 

(3) 通信端末とネットワークの融合 

端末同士で連携が進み、複数端末に分散された網接続機能が登場する。将来的に

は端末同士が自律分散的にネットワークを構築するようになる。ネットワーク（イ

ンフラ）と、サービス・端末は相互に協調して発展する。 

 

(4) 端末の更なる多様化 

従来、通信インタフェースを持たなかった機器が通信機能を持ち、ネットワーク

に接続するようになり、通信端末として社会に浸透する。 

まず、ゲーム端末や情報家電端末など、端末側が牽引力となり、わが国のブロー

ドバンド環境は一層発展し、続いてセンサ端末、パーソナルエリアネットワーク、

ボディエリアネットワークなど端末と端末網の多様化が進み、新たなカテゴリの端

末が出現する。 
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２－１－２ 端末技術の進展 

ここでは、2010年から2015年頃に端末技術がどのように進展しているかについて

検討した結果、得られたイメージを挙げる。 

 

(1) 端末の進化 

ＣＰＵ、メモリ、ブロードバンド技術の発展により、通信モジュールの小型化、

省電力化、電池の大容量化、長寿命化による端末の急速な低価格化が進む。 

通信端末がＰＣ、携帯電話はもちろんのこと、家電製品、センサ、ゲーム機、Ｉ

Ｃカード・電子タグ、ロボット、鉄道車両・自動車等、あらゆる日常的なものに浸

透する。さらに、現在、我々の周囲にあるような端末だけではなく、電子ペーパー、

非接触ＩＣカード、人体通信など多様な新技術の登場により、これまでにない形態・

カテゴリの端末がネットワークに接続される。 

機能の高度化にあわせた入出力方式の高度化や、自然言語入力や家電リモコンと

の一体化など、ユーザインタフェースの進化により、通信端末の利用が普及する。 

 

(2) 端末の多機能化 

ここ数年で携帯電話が多機能化したように、多くの通信端末が多機能化し、汎用

端末としてサービスプラットフォームの役割を担う端末が登場する。また、これま

での端末はネットワークの一端に接続されるものであり、その能力はネットワーク

の能力に依存するものであったが、今後はそのようなネットワーク依存型サービス

モデルからネットワーク・端末連携によるマルチサービス・アプリケーションモデ

ルへと変化していくと考えられる。 

同時に、通信端末が日常生活に浸透するにつれ、携帯型端末・車載端末・家庭内

端末・オフィス端末・店舗端末・公共機関端末等、汎用型、サービス特化型を問わ

ず通信端末の多様化が進展し、それらの通信端末は互いに連携することにより新し

いサービスを提供する。そのためには、ＮＧＮサービス網やインターネットといっ

たネットワークの違いを意識することなく接続可能とするための技術的方策を検討

する必要がある。 

端末が利用する機能がネットワーク上や世界中の端末に保存されることにより、

利用者はネットワークを通して多様な機能を自らの端末にダウンロードし、適切に

連携させることで、さらに高度な機能を利用できる。 

 

(3) 端末機能の高度化 

端末側が周囲の状況や利用目的に応じて自律的にネットワークを選択するなど非

常に高度な機能を担う一方、ＩＤ認証等の機能のみを有し、大半の機能をネットワ

ーク側に依存するようなシンクライアント化した低機能端末が登場し、二極化が進

展する。 

また、通信機能だけではなく、処理機能、コンテンツ蓄積機能、表示機能、個人
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の代理としてのＩＤ機能などが機能分離し、必要に応じて選択して使用できるよう

になる。これにより、セキュリティやソフトウェアの知識が豊富な人やそうでない

人それぞれに合わせた端末やサービスが提供されるようになる。 

それらに加えて、端末が利用者の履歴などから嗜好や行動パターンを類推し、周

囲の状況や利用目的に合わせて端末が最適な機能を組み合わせ成長する「インテリ

ジェントリモコン」機能を具備するようになる。 

端末のユーザインタフェースには、豊富な機能による操作の煩雑さを避けるため、

音声入力や自然言語処理が用意されるなど、多種多様な利用者に合わせたマルチリ

ンガル、マルチモーダルなインタフェースを備える。 

 

２－１－３ アプリケーション、コンテンツ、その他環境の進展 

ここでは、ネットワークと通信端末で構成する通信環境上において展開するアプ

リケーションやコンテンツの進展などについて概観する。 

 

(1) ネットワークの違いによらないサービス 

ネットワークのオープン化やＵＮＩ等の標準化により、マルチアクセス、マルチ

ネットワーク化が進展する。さらに、将来的には、通信端末がコンテンツや場所と

いった情報から、最適なネットワークを自動的に選択するようになる。 

また、多様なネットワークに接続するための機能が通信端末に組込まれることに

より、ネットワークの違いを意識することなくサービスが提供可能となる。 

 

(2) 新たなサービスとアプリケーションの創出 

利用者の周囲にある端末が相互に連携し、パーソナルエリアネットワークやボデ

ィエリアネットワークが形成され、利用者と共に移動し、自動的に様々な外部ネッ

トワークに接続し、サービスが提供されるようになる。 

センサ、無線タグリーダ、カメラなどのネットワーク化された空間埋め込み型の

端末類により、利用者が存在する空間の情報と、利用者固有の情報、ネットワーク

の持つ情報などを複合的に活用した新たなユビキタスサービスが出現するほか、ホ

ームネットワークの規格化が進み、家電、センサ、通信端末等が連携した新たなア

プリケーションが創出される。 

 

(3) サービス提供のための環境 

アプリケーション、コンテンツ、ネットワークの各種サービス提供に必要な統合

認証プラットフォームにより、利用者が多様なサービスを自由に組合せ、端末を自

由自在に使うことができる。 

また、セキュリティ確保、情報保護に関して、利用者の知識を補完するような情

報弱者向けのソフトウェアロボットが実現するほか、情報家電などの状況をセンシ

ングすることにより、異種端末の制御・連携を担うネットワークロボットが実現す
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る。 

 

(4) ユビキタスサービスの進展 

情報と機能が融合することにより、端末が他から得た情報によって利用者に提供

する機能が変化し、情報が即ち機能としての役割を有するようになる。このような

ユビキタスサービスとしては、次のようなものが考えられる。 

 

＜行政情報機能＞ 

防災・災害情報、バリアフリーサービス等、行政より送られる情報と連携して避

難経路や安否情報の表示や段差のない径路の表示が行われる。 

＜生活情報機能＞ 

天気情報や交通情報にあわせて服装や外出時刻を提案してくれる。 

食の安全情報と冷蔵庫内の食品情報を照合し、問題があればそれを知らせてくれ

る。 

＜医療支援情報機能＞ 

病院の予約情報にあわせて、予約当日の朝に体温や血圧を測るよう機器の準備を

行い、得られたデータを医療機関に提出する。 

＜文化発展支援情報機能＞ 

バーチャルクラスによる生涯教育が行われる。 

＜環境対策＞ 

家庭生活でのＣＯ２発生や温暖化影響の関与情報を提供し、最適な温度を提案し

たり、機器をコントロールしたりする。 
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２－２ ＩＰ化時代の通信端末の未来像 

 

本節では、前節で検討を行ったネットワークや端末の技術進展をもとに、ＩＰ化

時代の通信端末の未来像を様々な視点から描いた。 

 

２－２－１ 利用者の視点からの未来像 

(1) 個々の利用者の視点 

ＩＰ化時代の通信端末は、人が利用するためのツールＬｉｆｅＫｉｔ（生活小道

具）となるべきである。 

そのためには通信端末を提供する側の視点のみが優先されるのではなく、生活者

の利用意向・利用シーンを踏まえたサービスが実現される必要がある。 

また、現在の携帯電話に見られるように、大変多くの機能が通信端末に搭載され、

新機能を手軽に利用できるという利点がある一方、一部の消費者にとっては、不要

な機能まで買わなければならない上に、多様な機能の搭載によりセキュリティリス

クが上昇するといった不利益も懸念されることを考慮すると、消費者の求める機能

粒度に合った通信端末が提供されることが必要である。 

同時に、サービスや端末の複雑化に伴い、不便・不安・不満といった負の面が発

生することが考えられるが、それらを乗り越える使いやすさが必要である。 

 

(2) 利用者全体の社会的ニーズの視点（社会の負の側面の解消） 

車社会の負の遺産といえる交通事故・交通渋滞・環境問題への解決策として、路

車間・車車間通信の実現を目指す中で、信頼性、安全性等の面からネットワークと

端末としての自動車の適切な関係が実現される必要がある。 

また、既存の加入者交換網においては、メタルケーブルを通して電話機に電源が

供給されているため、停電が起きた場合でも、多くの電話端末では電話を利用し続

けることが可能である。しかしながら、ＩＰ化によりこの機能が提供されなくなっ

ている状況にあることから、将来的にはＩＰネットワークにおいても、停電時に通

信が確保できるよう、局給電に代わる電源対策が行われる必要がある。 

通信端末がどこでもネットワークに接続できるようになると同時に、通信端末内

に保存される個人情報の量も格段に増え、さらには生活そのものが通信端末に依存

していくことになる。見方を変えれば、これはいつでもネットワーク側からの攻撃

にさらされる可能性があるということでもあり、また、通信端末に障害が起きるこ

とによる被害がますます増大していくことにもつながる。こうした事態に対処する

ためのソフトウェアも、当然のことながら開発されていくと考えられるものの、こ

うしたセキュリティやソフトウェアに関する知識を利用者全員が十分に理解するこ

とは困難である。このため、そのような知識がない人でも通信端末を安心して使え

るように、規制を含め、コスト等を多尐かけてでも安全性が確保されるべきだとい

う考え方にも一定の配慮が必要である。 
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２－２－２ ビジネスの視点からの未来像 

消費者と企業が直接結ばれることにより、企業は消費者のニーズを適切に拾い上

げることが重要になる。特に、販売前の商品情報の提供や販売後のアフターサポー

トが、商品が評価される上での重要なポイントとなる。また、逆に販売後の製品に

対してネットワーク経由でサービスが提供できるようになり、より付加価値が向上

し、売上につながるようになる。 

また、ネットワークのオープン化により、新規参入が容易になり、適正な競争環

境が確保され、満足度の低いサービスは自然淘汰されつつ、市場が成長していくこ

とが予想される。ただし、この場合、多様な端末が市場に存在するようになるため、

相互接続の検証が煩雑になり、この点が解決できない場合、市場が予想よりも小さ

くとどまる可能性もある。 

 

２－２－３ 社会変化の視点からの未来像 

ＩＰ化時代には、多種多様な機器がネットワークに接続され、すべての人がネッ

トワークに接続した端末を複数持ち歩くことになる。この環境を不満なく実現する

ために、アクセス回線はより多様化が進み、従来のメタルベースの回線や光回線な

どの有線系と、ＷｉＦｉやＨＳＰＡ、ＷｉＭＡＸ、可視光通信等の無線系が融合し

ていく。この際、有線系、無線系を問わずアクセス回線の選択肢が増えた場合にお

いても、端末側がその状況において使用できる最適な回線を自動的に選択すること

によって、利用者から見るとネットワークの違いは気にならず、意識しないものと

なる。 

サービスにおいても、時間、場所を問わず同じサービスが提供されることによっ

て生活様式が大幅に変化する。課金や認証といった社会基盤となる機能は統一のプ

ラットフォーム上で構築されることにより、サービスやコンテンツに対して容易に

相応な対価が支払われる仕組みができる。これによりサービス提供のハードルが下

がることとなり、企業に限らず個人も様々な情報を発信し、ネットワーク上には様々

なサービスやコンテンツがあふれ、それらを組み合わせることでより豊かで便利な

社会が実現される。 

 

２－２－４ 2010 年及び 2015 年の通信端末の具体的イメージ 

ここまで述べてきたように 2010 年頃、又は 2015 年頃には、端末、ネットワーク

ともＩＰ化し、多様化・高度化が進展する。その頃には、現在とまったく違った通

信端末が世の中にあふれ、我々の生活も今と異なるものになることは容易に想像で

きる。そうした社会における通信端末の役割を論じるに当たり、より高度化した通

信端末が存在する社会を明確にするために、通信端末の未来像のイメージを描いた。 

その際、時間軸については 2010 年には次世代ＩＰネットワークが本格的に稼働

しており、ＩＰ化への移行が進展していると考えられること、また、2015 年には大

半のネットワークがＩＰ化され、社会インフラがＩＰベースで構成されていると考
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えられることを考慮し、時間軸を 2010 年と 2015 年に設定した。 

 

２－２－５ ＩＰ化時代の通信端末に必要な要素 

未来の通信端末により実現される社会は、音声、映像、文字といったデータ形式

の違いによらず、ＩＰ技術により統合されたインフラ上において適切な品質で通信

が行われ、その上で多様なサービスが実現された安心で豊かなユビキタス社会であ

る。こうした社会を実現するためにＩＰ化時代の通信端末に必要な要素は、以下の

３要素にまとめられる。 

① 多種多様な端末、ネットワークが相互に接続可能な環境の実現のための接続

性の向上。 

② サービスをより高度化すると共に、複雑化するサービスを利用者がわかりや

すく利用できる利便性の向上。 

③ 高度化する攻撃方法に対応すると共に、故障時にも迅速に対応できる安心・

安全の確保。 

以上の３要素を縦軸に、時間軸を横軸に取り、ＩＰ化時代の通信端末の進展イメ

ージを整理すると、次の図のとおりになる。 

 

ＩＰ化時代の通信端末の進展イメージＩＰ化時代の通信端末の進展イメージ

空間端末空間端末

通信品質制御通信品質制御

シームレス接続シームレス接続

端末への

攻撃からの防御

端末への

攻撃からの防御

IDポータビリティIDポータビリティ

ユーザインタフェースの向上ユーザインタフェースの向上

ダウンローダブルダウンローダブル

端末からの
攻撃の抑止

端末からの
攻撃の抑止

コンテンツや通信方式に合わせて通信品質を変更

一つの端末が複数の通信方式を具備

端末やコンテンツに合わせた機能を
ソフトウェアとしてダウンロードにより利用

ユニバーサルデザイン

2010 年 2015 年

より高度化、複雑化する攻撃手法へ対応
端末とネットワークが自ら障害や攻撃を検知・復旧・予防

自動設定・ゼロコンフィグレーション

ユーザニーズに応じた新機能が
自動的に収集・更新され、使用可能

最適なサービスの提案・自動選択
コンシェルジュサービス

最適な接続環境を自動的に実現

端末・アプリケーション・環境毎に
必要充分な接続方式を端末自ら判断

利用者の周りにある端末が連携し、
パーソナルエリアネットワーク、
ボディエリアネットワークを形成

ユーザが存在する空間のコンテキストと、
ユーザ固有の情報、ネットワークの情報などを
複合的に活用したサービス

複数キャリア・ネットワークへ
シームレスに接続

自らネットワークを構成

コンテンツや通信品質に合わせて通信方式を変更

通信品質を自動的に変更

自然言語・対話形式による設定

個々のユーザに合わせたインタフェースの自動最適化

ユーザ・端末・環境に合わせたコンテンツ配信サービス

端末や利用者の認証を活用した攻撃の抑止

信頼度の異なるネットワークに
対する防御レベル設定機能

接
続
性
の
向
上

利
便
性
の
向
上

安
心
・安
全
の
確
保

高セキュリティ・個人認証・なりすまし防止

外部ネットワークと連携した問題解決

簡単な設定

直感的統合インタフェース

ソフトウェアダウンロードによる機能拡張

マルチアクセス 最適回線の自動選択

キャリアフリー
ベンダフリー

通信機能
小型・軽量化
高精細ディスプレイ

ポータブルID端末

シンクライアント化
機能のASP化

無線LAN

FMC

コンテンツ、サービスの持ち運び

VPN

暗号化

端末同士の連携による早期の障害復旧
障害点の通知

より高度化、複雑化する攻撃手法へ対応
端末とネットワークが自ら障害や攻撃を検知・復旧・予防

動的通信品質制御

認証機能
課金機能

通信品質制御

ユーザの嗜好の収集・分析

静的通信品質制御

マルチアクセス

ホームネットワークとの連携

図２－１ ＩＰ化時代の通信端末の進展イメージ 
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(1) 接続性の向上 

次世代ＩＰネットワークでは、ネットワークの品質や端末の能力に応じて、エン

ド・トゥ・エンドの通信品質レベルの設定が可能となることから、利用者にとって

最適な通信品質を選択可能とするための対応が必要とされる。またＩＰという共通

基盤の下、複数の事業者からアクセス回線やネットワークが提供され、その上で、

それらを組み合わせたサービスが提供されることから、複数のネットワークを跨い

で接続する仕組みが必要となる。そして、これまで通信機能を持たなかったような

様々な機器が通信機能を持ち、それらがネットワークだけでなく、別の通信端末に

接続されることから最適なアクセス環境を実現するための仕組みが必要となる。 

 

必
要
な
機
能

必
要
な
機
能

2010年 2015年

◆マルチキャリア・マルチネットワーク
・必要な情報の取得：

・ネットワーク環境の把握
・契約情報等ユーザ情報の把握
・アプリケーション／コンテンツ情報の把握

・ルーティング機能：
・集中管理方式

◆マルチアクセス
・複数プロトコル・複数アクセス通信方式・
・端末内の複数通信方式対応
・ゲートウェイでの通信方式の自動制御

◆通信品質の静的制御
・端末への設定
・品質保証型 or ベストエフォート型通信選択
・通信品質の保持・切り替え

◆端末－アプリケーション連携
・アプリケーションが端末やネットワークの

接続環境やスペックを判断してデータ形式を
選択／変換

◆マルチキャリア・マルチネットワーク
・必要な情報の共有：

・ネットワーク環境（スペック）の把握
・認証情報の安全な持ち運びによる自動認証

・ルーティング機能：
・自律的ネットワーク制御

（アドホック通信機能等）
・各種ネットワークを跨る自由なVPN構築

◆マルチアクセス
・複数方式同時通信

◆通信品質の動的自動制御
・通信品質の自動設定

・ネットワーク環境／アプリケーション
／コンテンツに合わせた通信品質の最適化

◆環境－ユーザ連携機能
・空間埋込型の端末類により、ユーザが存在する

空間のコンテキストと、ユーザ固有の情報、
ネットワークの持つ情報などを複合的に活用

接続性の向上

等 等

シ
ー
ム
レ
ス
接
続

シ
ー
ム
レ
ス
接
続

通
信
品
質
制
御

通
信
品
質
制
御

空
間
端
末

空
間
端
末

図２－２ 接続性の向上に関する機能 

 

(2) 利便性の向上 

次世代ＩＰネットワークは、柔軟な伝送方式であるＩＰ方式がベースとなり、様々

なサービスが各社固有のネットワークに依存せず、共通かつオープンな基盤におい

て提供可能となることから、端末とサービスが連携し、新たなサービスを効果的に

提供するための対応（アプリケーションの実装、実行、高度化等）が必要となる。 

また、サービスの高度化に伴い、端末の機能は向上するが、操作は複雑になりが

ちであることから、利用者にとって端末を使いやすくするための仕組みが必要とな

る。 

さらに、ネットワークの進展や端末の機能の向上にあわせて、柔軟に端末に機能

を追加するための仕組みが必要である。 
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利便性の向上

◆使いやすいユーザインタフェース
・音声入力
・自動文字サイズ変換
・自然言語処理
・ユニバーサルデザイン
・端末間の一貫性
・ユーザインタフェースに適したデータ形式変換

◆端末の機能拡張
・ハードウェアの追加

・モジュールの標準化・共通化
・ソフトウェアの追加

・端末のスペック／適用したソフトウェアの管理
・ネットワーク側の機能更新に対応

◆ユーザ情報の管理
・入出力、設定
・個人／端末／回線／サービスの各レイヤにおける

認証

◆簡易な設定
・ユーザとの対話形式

◆ユーザニーズに応じたインタフェースの自動選択
・ユーザの嗜好や行動パターン等の収集・分析
・接続機器・使用インタフェースの自動選択

◆ユーザニーズに応じた新機能の自動更新
・ユーザの嗜好の収集分析
・世界中のネットワーク、端末から必要な機能の検索
・ユーザによる新機能開発のサポート

◆ユーザ情報の安全な持ち運びによる自動認証

◆自動設定
・必要な情報の取得：

端末スペック／接続ネットワークスペック
／認証情報

・ゼロコンフィグレーション

必
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能
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能
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図２－３ 利便性の向上に関する機能 

 

(3) 安心・安全の確保 

ネットワークや端末がソフトウェアによって高機能化されることに伴い、従来の

端末がネットワークに与える物理的な損傷への対策に加え、サービス拒否（Denial 

of Service、ＤｏＳ）攻撃や不正アクセス等のような上位レイヤを介してネットワー

クに与える損傷・障害への対策が必要となる。 

また、機密情報流出やウィルス感染等、利用者にとって新たなセキュリティリス

クが発生しつつあるため、それらへの対策として安心・安全向上のための対応が必

要となる。 

必
要
な
機
能

必
要
な
機
能

◆端末からの攻撃の抑止
【予防】

・通信監視、発信元偽装防止、端末や利用者の認証
【異常発生時対策：被害縮小】

・丌正パケットの排除、ネットワークからの強制切断
【事後対策：復旧】

・ソフトウェア／ファームウェアの復旧

◆端末やEnd-End通信路への攻撃の防御
・ネットワークに応じた端末のセキュリティレベルの
選択（暗号化、接続方法）

・VPN、端末における各種暗号化機能の装備
・各レイヤでの認証（個人、端末、回線、サービス）
・フィッシング等の詐欺的行為の情報通信内容の信憑
性の検証
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◆より高度化、複雑化する攻撃手法に対する対応

・データや端末の利用時毎の正当性の自動検証

・自立的なネットワーク切断、停止、起動中止

・“非行”端末を発見するための端末

◆安心・安全の更なる高度化

・端末による体調の異常検知・通報

・位置情報と組み合わせた避難指示の高度化

・情報端末を悪用した犯罪発生時の迅速な対応

（情報収集・通信操作）
等

図２－４ 安心・安全の確保に関する機能 
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第３章 ＩＰ化時代の通信端末の社会的・経済的効果 

 

今後登場が予想されるＩＰ化時代の通信端末（ＩＰ端末）は、多様なネットワー

クとシームレスに接続し、連携して活用されることが期待される。 

ＩＰ端末の利活用が産学官の強固な連携・協力無しには実現し得ない国家的取組

であることを踏まえ、本章ではＩＰ端末による社会的効果と経済的効果について検

討を行う。 

多様なＩＰ端末が早期に登場し普及していくためには、関連分野への新たな参入

やこれに伴う市場の活性化が必要となる。そのため、今後の研究開発や設備投資計

画、参入計画等を具体化する上でのひとつの目安を提示することを目的に、ＩＰ端

末による経済的効果を定量的に明示する。 

 

経済効果の検討に際しては、前章で示したＩＰ端末の進展イメージを踏まえて、

現在の端末に加えて、様々な機器が通信端末化することや、全く新しいタイプの通

信端末が登場することを想定した。 

 

３－１ 試算の枠組み 

(1) 試算の枠組み（全体像） 

① ベース市場（現在）については、ベースとなる現在の端末とその関連市場を

推計した（A 部分の試算）。 

② 2010 年は、①の試算に加えて、ネットワークに対応した端末がさらに拡大す

ることと、それに応じた関連サービスが提供されることを想定し、市場を推計

した（A＋B の試算）。 

③ 2015 年は、①、②の試算に加えて、新しい機能を持った端末が登場し、それ

に応じた関連サービスが提供されることを想定し、市場を推計した（A＋B＋C

の試算） 
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C. 全く新しいタイプの端末が

登場し、生まれる市場

B. 様々な機器が通信端末化

して生まれる市場

A
A

C

B

A. 従来型の端末と

その関連市場

A

B

ベース市場（現在） 2010年 2015年

図３－１ 試算の枠組み（全体像） 

 

(2) 試算の枠組み（カテゴリと市場分野） 

市場規模算出の枠組みで定めた３つのカテゴリの中を２つの市場分野に区分けし、

各分野を構成する個々の市場の規模を積み上げ、全体の市場規模を算出した。 

ベース市場 2010年 2015年
端末

関連市場
A合計
端末

関連市場
B合計
端末

関連市場
C合計

A
従来型の端末と
その関連市場

B
様々な機器が通信端末

化して関連市場

C
全く新しいタイプの端末
が登場し、生まれる市場

枠組みにおける各種の設定

 Bは2010年から計上

 Cは2015年から計上 など

A. 従来型の端末とそのサービス市場
B. 様々な機器が通信端末化して生ま

れる市場
C. 全く新しいタイプの端末が登場し、

生まれる市場

① 端末（アプライアンス）
② 関連市場

 サービス
 プラットフォーム
 コンテンツ
 放送・通信

カテゴリ 市場分野

それぞれ個々の市場規模
を積み上げて算出

ベ
ー
ス

市
場

図３－２ 試算の枠組み（カテゴリと市場分野） 
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(3) 想定される市場項目（端末・関連市場）及び試算の元となる出典 

A・B・C の３つのカテゴリについて、端末と関連市場分類で以下の端末やサービ

スを試算の対象とした。 

表３－１ 想定される市場項目と主な出典 

(社)電子情報技術産業協会『情報端末装置に関する

市場調査報告書』、経済産業省『機械統計』 等の各年

版

電子ペーパー、ロボット、ウェアラブル端末、車いす、次世代教育用端

末・教材機器 等
端末

（財）光産業技術振興協会『光産業動向調査』、経済産

業省『機械統計』、(社)ビジネス機械・情報システム産

業協会『事務機械の出荷実績』、厚生労働省『薬事工

業生産動態統計』 等の各年版、及び「可視光通信コン

ソーシアム資料」

テレビ、据え置き型デジタルAV端末、ポータブルAV端末、エアコン、

空調機器、冷蔵庫、トイレ、警報装置、ゲーム機、システムキッチン、

汎用カメラ、腕時計、家庭用健康機器、OA機器、自動販売機、電子辞

書、カーオーディオ、カーナビ、可視光通信対応照明器具 等

端末

経済産業省『機械統計』、(社)日本パーソナルコン

ピュータソフトウェア協会『パソコンソフトウェアの市場

動向調査報告書』、(社)電子情報技術産業協会『民生

用電子機器データ集』 等の各年版

PC、携帯電話、電話機、ITS車載器(ETC・DSRC)、ICカード、ICタグ、

キオスク端末、店舗決済端末、業務用モバイル端末、自動改札機、電

子書籍端末、監視カメラ 等

端末

関連市場

関連市場

関連市場

C

全く新しいタイプの

端末が登場し、生ま

れる市場

B

様々な機器が通信

端末化して生まれる

市場

A

従来型の端末とそ

の関連市場

総務省『情報通信白書』、『国勢調査』、㈱電通総研『情

報メディア白書』 等の各年版

次世代オフィスサービス、生活関連情報サービス、オートメンテナンス

サービス、シンクライアント向け情報サービス、多言語翻訳サービス

等

国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人

口』、総務省『国勢調査』、(社)日本アミューズメントマ

シン工業協会（JAMMA）、(社)全日本アミューズメント施

設営業者協会連合会、日本SC遊園協会『アミューズメ

ント産業界の実態調査』 等の各年版

電子行政プラットフォーム、家電コントロールサービス、健康管理・診

断サービス、アーケードゲームオペレーション 等

(財)デジタルコンテンツ協会『デジタルコンテンツ白書』、

総務省『情報通信白書』、総務省『衛星放送の現状』、

総務省『通信産業基本調査』 ㈱電通総研『情報メディ

ア白書』 等の各年版

映像・音楽・ゲーム・電子書籍コンテンツ、認証・決済プラットフォーム、

救急医療プラットフォーム、広告プラットフォーム、業務用アプリケー

ション、ITSサービス、位置情報サービス、ホームセキュリティ機器、放

送・通信(※2) 、インターネット付随サービス(※3) 等

主な出典主な端末・関連市場※1カテゴリー

※1 関連市場＝サービス・プラットフォーム・コンテンツ・放送・通信
※2 「放送・通信」の内訳については、放送は「NHKおよび地上波民放テレビ営業収入のうち放送事業費と、衛星放送（NHKを含むBSとCS）の営業収益、ケーブルテレビ事業の営業収益」が対象となっており、通信は「電気通信事業者の

音声伝送・データ伝送・専用の売上高」が対象となっている。
※3 「インターネット附随サービス業」はサーバ・ハウジング業、ASPが対象となっている。

 

３－２ 試算結果 

試算の結果、次世代端末関連市場は、現在約 30.9 兆円規模の市場を形成している

従来型の端末とサービス（A）をベースに、2010 年には約 49.9 兆円、2015 年には

約 68.5 兆円規模に拡大していく。 
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C 全く新しいタイプの端末が登場

し、生まれる市場

B 様々な機器が通信端末化し

て生まれる市場

A従来型の端末とその関連市場

（放送・通信を含む）
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（※(株)電通総研試算） 

図３－３ 次世代端末関連市場規模予測試算結果 

 

３－３ ケース別試算 

2010 年及び 2015 年において、第２章で検討したＩＰ端末に必要な要素が確保さ

れなかった場合のシナリオを想定し、その度合いによるケース別試算を行った。必

要な要素として、①端末とネットワークの「接続性」やＩＤポータビリティなどの

「利便性」を、②端末によるネットワーク利用の「安全性」を想定した。 
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表３－２ ケース別試算方法

②安全性

①接続性・利便性

機能 考慮する影響要因 ケース

端末市場及び関連市場の形成の進捗度合い

を予想するにあたり、以下の要因を考慮。

・ネットワーク接続そのものの不可欠性

・端末（機器）間連携の重要性

・端末やコンテンツの可搬性確保の重要性

・データ処理能力や機能の役割の重要性

「基準」となる「高」に対し、個別市場ごとの影

響要因の受けやすさに応じ、「中」「低」の

ケースを設定し、金額を算出。

端末市場及び関連市場の形成の進捗度合い

に対し安全性の確保が果たす影響度の大きさ

を個別に考慮。

「基準」となる「高」に対し、個別市場ごとの影

響要因の受けやすさに応じ、 「低」のケース

を想定し、基準より割り引いた金額を算出。

 

(1) ケース別試算結果 ①接続性・利便性 

端末とネットワークの「接続性」や ID ポータビリティなどの「利便性」が確保

される度合いによって市場規模拡大の推移が異なるという考えに基づき、ケースご

との市場規模の試算を行うこととした。想定するケースは、接続性と利便性が十分

に確保されている「高ケース」と不十分な「中・低ケース」の２ケースを設定した。

「基準」となる高ケースの 2010 年の市場規模約 49.9 兆円に対して、中ケースでは

約 45.2兆円、低ケースでは約 42.6兆円にとどまるという結果となった。同じく 2015

年では、高ケースの約 68.5 兆円に対して、中ケースでは約 54.9 兆円、低ケースで

は約 49.1 兆円という結果になった。 
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図３－４ ケース別試算結果 ①接続性・利便性 

 

(2) ケース別試算の枠組み ②安全性 

次に、ＩＰ端末によるネットワーク利用の「安全性」が確保される度合いによっ

て市場規模拡大の推移が異なるという考えに基づきケースごとの市場規模の試算を

行うこととした。想定するケースは、安全性が十分に確保されている「高ケース」

と不十分な「低ケース」の２つを設定した。「基準」となる高ケースの 2010 年の市

場規模約 49.9 兆円に対して、低ケースでは約 41.2 兆円となった。また、2015 年で

は、高ケースの約 68.5 兆円に対して、低ケースでは約 52.6 兆円という結果になっ

た。 
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図３－５ ケース別試算結果 ②安全性 
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第４章 ＩＰ化時代の通信端末の実現に向けて 

 

前章においては、通信端末を取り巻く環境の変化としてネットワーク技術及び端

末技術の進歩を概観した上で、通信端末の将来像を描き出し、重要となる要素を検

討するとともに、通信端末関連市場の市場規模予測を行った。 

その結果、 重要となる要素として抽出された「接続性の向上」、「利便性の向上」

及び「安心・安全の確保」の３つの要素を具備したＩＰ端末の実現により、2015

年には約 68.5 兆円の通信端末関連市場が創出される等の極めて大きな経済波及効

果が得られるのみならず、個人の社会生活、ビジネスシーンなど社会・経済活動全

般に多大な影響がもたらされることが予想されるなど、ＩＰ端末を効率的かつ円滑

に実現することは、今後、情報通信が発展していく上での重要な課題の一つである

と考えられる。 

このため、本章においては、検討すべき課題に対して、我が国として、総合的か

つ戦略的に取り組むため、これら３要素を具備したＩＰ化時代の通信端末を実現す

るために必要となる方策を検討することとする。 

 

４－１ 検討の視点及び課題 

 

４－１－１ 検討の視点 

ＩＰ端末実現の方策を検討するに当たっては、次の８つの視点を設定した。 

 

① 利用者の視点 

ＩＰネットワークが広範に普及した社会においては、その情報通信サービスの利

用者が老若男女を問わず幅広く拡大するとともに、あらゆる生活場面において情報

通信サービスが利用されることが予想されており、また、従来からのＰＣ、携帯電

話等の利用者からも、更なる利便性・快適性・信頼性等が求められることになる。

しかし、技術志向に偏った研究開発では、利用者のニーズに応じた商品・サービス

の提供に結びつかず、需要が喚起できないため、研究開発投資が無駄に終わってし

まう可能性が常に存在している。特に、ＩＰ端末は関連する技術分野が極めて多岐

にわたるため、単純に技術面のみの視点から研究開発を行ってしまうと、利用者の

ニーズとかけ離れた商品・サービスを提示してしまう危険性をはらんでいる。 

したがって、サービス提供や研究開発の推進に当たっては、常に利用者の視点に

立ち、そのニーズを見極めながら必要な推進方策を講じることが必要である。  

 

② グローバルな戦略 

グローバルな経済的競争環境は、情報通信技術や輸送技術等の発達によりますま

す進展していることから、研究開発や標準化の推進に当たっては、我が国の国際競

争力の確保を常に念頭に置く必要がある。具体的には、他国に先行した研究開発等
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の実施により、技術の活用事例・問題点・運用ノウハウ等を蓄積し、かつ、これら

の成果に基づく標準化を我が国に有利に進めることにより、我が国の国際競争力を

確保することが必要である。 

 

③ イノベーションの創出 

ＩＰ端末が実現した際には、端末は様々なネットワークに自在に接続することが

できるようになるため、利用者から見ればネットワーク、端末ともに選択肢が増え、

その上で展開されるサービスの自由度も格段に増える。そして、このようにして新

しく世に出たサービスが日常生活を便利で豊かにしていくことになる。 

よって新たなビジネスやサービスの創出など、新たな価値創造による社会変革を

意識した推進方策を検討する必要がある。 

 

④ ネットワークのオープン化 

今後のＩＰネットワークにおいてはすべての人が何らかの形でネットワークにか

かわることになる。このため、ＩＰ化時代においては、ＩＰネットワークとサービ

スは、社会インフラとしての性質を持つようになり、社会生活に不可欠となること

から、公平な利用が求められる。 

従って、ＩＰ技術で統合された次世代ＩＰネットワーク上において、アプリケー

ション・コンテンツ提供者が自由な発想によって多様なサービスを展開することを

可能とし、利用者にとっては低廉でシームレスなアクセスが可能となるように、イ

ンタフェースの規格の標準化や公正な競争環境の整備を行うことが必要である。 

 

⑤ 産学官連携 

ＩＰ化時代においては、多数の事業者がＩＰネットワーク上でサービスを展開す

るため、情報通信関係者のみならず、広範な専門分野の関係者を含めた情報交換を

行い、研究開発や標準化を統合的に進めていくことが重要である。 

従って産学官が一体となって関係者間の連携を密にし、研究開発や標準化に向け

た情報交換を行い、シーズの発掘やスムーズな研究開発の推進、技術移転の促進を

目指すとともに、利用者との意見交換により、ニーズの発見につなげる必要がある。 

 

⑥ 民主的な手続き 

ネットワークのＩＰ化により、ネットワーク上でサービスを行う事業者やその恩

恵を享受する利用者の規模や密度はこれまでよりもはるかに大きくなる。そのため、

標準化や制度設計など、ＩＰ端末に関する基本的なルールは、特定の企業や個人の

みが利益を得るような構造であったり、技術やサービスの進展を妨げるものであっ

たりしてはならない。よって、ＩＰ化時代のルール作りはネットワークの参加者に

よる民主的な手続きを経て行われる必要があり、かつ、その内容は、参加者にとっ

て公平・公正なものである必要がある。 
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⑦ 社会倫理 

ＩＰ端末がユビキタスプラットフォームとして、日常生活に浸透していくことを

踏まえると、ＩＰ端末の社会変化に与える影響は重大かつ広範囲になる。そのため、

ＩＰ端末にかかわる者（「参加者」、すなわち物や役務を提供する「事業者」や、こ

れを利用する「消費者」や事業者等の「利用者」）は皆、社会共同体において一般に

遵守すべき規範を守るという姿勢を保持しなければならず、ＩＰ端末出現により発

生する社会問題について常に想像力を働かせ、その解決に寄与するよう努めなけれ

ばならない 

 

⑧ 地球環境保全 

ＩＰ端末を開発する際には、地球温暖化や、エネルギー問題、資源問題など地球

環境が抱える多数の課題に対して、その端末のライフサイクル全般に亘って、問題

解決に貢献できるように製造かつ利用されるものとすることを念頭におくべきであ

る。 

 

４－１－２ ＩＰ化時代の通信端末を実現するに当たっての課題 

ＩＰ端末を実現するに当たっては、８つの「検討の視点」を踏まえた上で、戦略

的・総合的な取組を、次世代ＩＰネットワークが本格化する 2010 年までに行う必

要がある。この取組を検討するに当たっての課題は、新たなサービスや市場を創出

するという、いわゆる光の部分の促進と、多種類の端末が多様な組み合わせで使用

されることから多発することが予測されるトラブルなど、いわゆる影の部分の抑制

という２つの側面で設定することが適当である。 
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検討の視点と課題検討の視点と課題

これらの視点を踏まえた
戦略的・総合的なＩＰ端末
実現への取組が必要

・研究開発と標準化の推進
・テストベッドの体制整備
・インタフェースや機能の認証方法の

策定・整備

・機能保証に関する責任分担の在り方の
検討

・消費者保護の在り方の検討
・ＩＰ化時代に対応した資格制度の活用

ユーザーの視点

インフラ提供者の視点ではなく、
利用者の立場に立ったサービス
提供、技術開発の実施

産学官連携

産学官連携による、シーズの発掘
やニーズの発見、スムーズな研究
開発の推進、技術移転の促進

民主的な手続き

ルールは民主的に定められ、
内容は公平・公正であること

社会倫理

ネットワークのオープン化

自由かつ低廉なアクセスが可能となる
よう公正な競争環境の整備を行うこと

ＩＰ端末が社会に不える影響の大きさを
常に考慮し、社会共同体において一般に
遵守すべき規範を守るという姿勢を保持
し、社会問題の解決に寄不すること

グローバルな戦略

国際動向を常に勘案し、国際競争力
向上に寄不するものであること

地球環境保全

常に地球環境問題解決への貢献を
念頭におくべきこと

イノベーションの創出

国力の源泉たる産業育成に資する
ものであり、新たな価値創造によ
る社会変革を促すものであること

課題：安心して利用できる環境整備課題：安心して利用できる環境整備課題：新たなサービス・市場の創出課題：新たなサービス・市場の創出

図４－１ 検討の視点と課題 
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４－２ 新たなサービス・市場の創出 

 

本節においては、新たなサービスや市場を創出するための実現方策について検討

を行う。前章において行った通信端末関連市場の市場規模予測の結果、「接続性の向

上」、「利便性の向上」及び「安心・安全の確保」の３つの要素が実現されなかった

場合には、2015 年の通信端末関連市場は大幅に縮小することが推測される。そこで

「接続性の向上」、「利便性の向上」及び「安心・安全の確保」の３つの要素の実現

のために、次世代ＩＰネットワークが本格化する 2010 年までに取り組むべき課題

について以下に述べる。 

ＩＰ端末の実現による新たなサービス・市場創出に向けた検討課題ＩＰ端末の実現による新たなサービス・市場創出に向けた検討課題

既存アナログ既存アナログ

電話網電話網

… …

アナログ電話

交換機

ＩＰ網
ＩＰ網ＩＰ網

ＩＰ網
ＩＰ網ＩＰ網

ＩＰ網
ＩＰ網ＩＰ網

…

…ＩＰ端末

ＩＰ端末

光アク セスなど

ルータ

既存アナログ電話網

ネットワークと連携してサービスを提供ネットワークと連携してサービスを提供

ブロードバンド化

ネットワークのIP化

機器のユビキタス化

ＩＰネットワーク

ネットワークの一端に接続ネットワークの一端に接続端末端末

端末とネットワークが連携して様々な機能を実現端末とネットワークが連携して様々な機能を実現

・ユーザインタフェースの向上
・ダウンローダブル
・IDポータビリティ

・ユーザインタフェースの向上
・ダウンローダブル
・IDポータビリティ

・端末からの攻撃の抑止
・端末への攻撃の防御

・端末からの攻撃の抑止
・端末への攻撃の防御

テストベッドの体制整備テストベッドの体制整備 インタフェースや機能の認証
方法の策定・整備

インタフェースや機能の認証
方法の策定・整備

研究開発と標準化の推進研究開発と標準化の推進

利便性の向上利便性の向上安心・安全の確保安心・安全の確保

・シームレス接続
・通信品質制御
・空間端末

・シームレス接続
・通信品質制御
・空間端末

接続性の向上接続性の向上

次世代ＩＰネットワークが本格化する2010年までに、環境整備が必要次世代ＩＰネットワークが本格化する2010年までに、環境整備が必要

検討課題１検討課題１ 検討課題２検討課題２ 検討課題３検討課題３

・新たなサービス・市場 68.5兆円 の創出
・利用者が安心できる端末利用環境の実現

国際競争力の向上にも寄不

図４－２ ＩＰ端末の実現による新たなサービス・市場創出に向けた検討課題 

 

４－２－１ 研究開発と標準化の推進 

 

４－２－１－１ 背景 

ＩＰ化時代においては、これまで通信機能を持たなかった機器が通信機能を具備

するようになり、ネットワークに接続される通信端末の数も膨大なものとなり、通

信端末－ネットワーク－サービスの間の関係も現在とは比較にならないほど多様化

すると予想される。 

また、ホームネットワークやパーソナルエリアネットワークなど、端末同士が接

続され、ネットワークを構成する形態での利用も一般的なものになると予想される。 
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このため、通信端末が多様な形態で利用されるＩＰ化時代において新たな市場を

創出し、豊かなＩＰ化社会を実現するためには、鍵となるプラットフォームやセキ

ュリティの基盤技術の開発や標準化が必要になってくる。 

 

４－２－１－２ 研究開発課題例と効果 

以下、プラットフォームやセキュリティの基盤技術について、研究開発課題とそ

の効果について例示する。 

① どの端末でも瞬時に自分の環境を再現できるＩＤポータビリティ技術 

ＩＰ化社会では、街中に端末があふれ、誰もがそれを利用することができる。そ

の端末にＩＤ認証を行うことにより、どの端末でも瞬時に自分の通信環境を再現で

き、異なるプラットフォーム間でも利用者が連続的に作業を行うことができる環境

が求められる。 

そのためには、プラットフォーム間を移動した際の認証情報やコンテンツ情報を、

プライバシーやセキュリティに配慮した上で端末やネットワークを跨いで持ち運び

可能とする技術が必要となる。 

 

② 端末とネットワークが自ら障害や攻撃を検知・復旧・予防するセキュリティ技

術 

ＩＰ化社会では、いつでもネットワークにつながるようになるが、それは即ち、

いつでもネットワークから攻撃を受ける可能性があることを示している。また、攻

撃方法も日々進化し、複雑化していく。そうした事態に対応するため、端末とネッ

トワークが連携し、自ら障害や攻撃に対して検知・復旧・予防を行う機能が必要と

なる。 

そして利用者、端末、回線、サービスの各レイヤにおいて認証を行うことにより、

不正な端末の排除やデータの信憑性を担保することが可能となる。 

 

③ 端末が利用者のニーズにあわせて変化するダウンローダブル技術 

シンクライアント化した端末に対しては、機能のＡＳＰ化が進展し、ネットワー

ク上に保持された各種リソースを自動的に収集することにより、通信品質やアクセ

ス回線、セキュリティ等、利用者の要求する機能が即座に実現することを可能とす

る。 

 

これらの基盤技術を 2010 年までに実現していくことが必要である。 

 

４－２－１－３ 今後の推進方策 

以上の状況を踏まえて、成果の国際展開等を考慮しつつ、こうした基盤技術の研

究開発・標準化に取り組むことが必要である。なお、実現に当たっては、産学官が

一体となった研究開発推進体制の確立、グローバルな情報発信等を通じた国際展開
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の推進、テストベッドにおける研究開発、標準化といった、研究開発、標準化、テ

ストベッドの有機的な連携を図ることが必要である。 

これまで通信機能を持たなかった機器が通信機能を持つようになり、ネットワークに接続される通信
端末の数が膨大になり、端末、ネットワーク、サービス間の関係が多様化。

ホームネットワークやパーソナルエリアネットワークなど、端末同士が接続し、ネットワークを構成
するようになる。

新たな市場を創出し、豊かなＩＰ化社会の実現のために今後のＩＰ化時代の鍵となる
プラットフォームやセキュリティの基盤技術の開発、標準化が必要

★どの端末でも瞬時に自分の環境を再現できるＩＤポータビリティ技術
★端末とネットワークが自ら障害や攻撃を検知・復旧・予防するセキュリティ技術
★端末が利用者のニーズにあわせて変化するダウンローダブル技術 等

研究開発、標準化、テストベッドの有機的な連携
 産学官が一体となった研究開発推進体制の確立
 グローバルな情報発信等を通じた国際展開の推進

 テストベッドにおける研究開発、標準化

研究開発、標準化、テストベッドの有機的な連携
 産学官が一体となった研究開発推進体制の確立
 グローバルな情報発信等を通じた国際展開の推進

 テストベッドにおける研究開発、標準化

日本の国際競争力の向上への寄不日本の国際競争力の向上への寄不

2010年までに以下の基盤技術を実現2010年までに以下の基盤技術を実現

研究開発と標準化の推進研究開発と標準化の推進

図４－３ 研究開発と標準化の推進 

 

４－２－２ テストベッドの体制整備 

 

４－２－２－１ 背景 

次世代ＩＰネットワークに移行する2010年には、現行の通信端末だけではなく、

情報家電、自動車、自動販売機等の様々な機器がネットワークに接続されることと

なる。このような多様化した端末が多種多様なネットワークを通じて繋がる世界で

は、技術革新により、より高度で豊かなサービスが展開される。こうしたＩＰ化社

会が実現されるためには、機能の標準化など技術面制度面において関係者間の協調

がなされ、新しいサービスやビジネスモデルの創出といったビジネス拡大につなが

る環境整備を行う必要がある。 

しかし、現状では対象となる関係者が多方面にわたることから、実環境と同等の

環境を自前で整備することは大変困難であり、製造メーカは、実際に通信端末を市

場に出すまでに不安定な動作を起こさないという保証ができないか、若しくはその

検証に莫大な費用をかけるかの選択を迫られることになる。 

一方、ＩＰ電話における通信障害が多発する等、新しい通信技術に対する不安も

尐なくなく、また、多くの機器がネットワークに接続されることにより、一部の機
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器の不具合が社会インフラ全体に波及し、大規模な通信障害・機能停止といった事

態を引き起こす可能性についても今まで以上に考慮しなければならない状況にある。 

 

４－２－２－２ テストベッドの役割 

ホームネットワーク、企業ネットワーク、Facility Network など、多様な端末機

器が混在する環境下での、標準化の推進や、端末とネットワークのバランスの取れ

た相互発展、利便性とインフラ性の発展を実現するため、新たな枠組みとしてテス

トベッドを活用し、実運用から開発と標準化への実践的フィードバックという一連

のプロセスを確立することが期待されている。 

テストベッドの整備は、機器の不適合による通信障害を未然に防ぎ、ＩＰネット

ワークに接続される通信端末の相互接続性を検証するための大規模な研究拠点とな

るとともに、セキュリティリスクという市場拡大を阻害する要因を排除するための

検証の場としても効果的である。 

通信事業者が提供する次世代ＩＰネットワーク等の通信網との接続性の確認や最

近のシステム障害で最大の要因となっているソフトウェア更新時の不具合検出等が

可能になれば、ＩＰを利用した通信で相次いでいる障害・事故を未然に防止するこ

とや、不具合情報を共有することにより通信端末（典型的には携帯端末）に搭載さ

れるソフトウェアの開発コストの軽減が可能となる。 

また、このようなテストベッドは、それぞれの企業が機器を持ち寄って開発や実

験を行うためのオープンな基盤としても利用することが可能であり、実験の結果が

製品開発やユーザサポートといった、開発や運用の現場にフィードバックされるこ

とも期待できる。 

実環境に近い条件の仮想環境において、事業用プラットフォームや各種アプリケ

ーション開発を行い、あるいは、ＩＰ化時代の通信端末の新たな機能を試験し、確

立することにより、セキュリティに関する機能、認証に係る機能、網と端末との遠

隔切り分け機能等の試験やサービス品質の測定を行い、新サービスに導入する新し

い技術の検証を行えるようになる。 

 

４－２－２－３ 今後の推進方策 

テストベッドの設計においては、機器製造メーカとサービス提供者が容易に協調

できる環境を作ることが重要である。 

また、テストベッドの中でＰＤＣＡサイクルを完結させ、特にその評価を活かす

ためには、利用者が試験環境に参加することが重要であり、進んだ感性を持つ日本

の利用者を取り込んでいくことが国際競争力の視点において大切である。 
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背景 ・現行の通信端末だけではなく、情報家電、自動車、自動販売機等の様々な機器がネットワークに接続

・機能の標準化など技術面制度面における関係者間の協調、新しいサービスやビジネスモデルの創出といっ
たビジネス拡大につながる環境整備が必要
・企業が新技術の実験や研究をするに当たって、実環境と同等の環境を整備することが必要
・多くの機器がネットワークへ接続されることにより、一部の機器の丌具合が社会インフラ全体に波及し、
大規模な通信障害・機能停止といった事態を引き起こす可能性についても考慮が必要

事業用プラットフォームや各種アプリケーション
開発用テストベッドの立ち上げ

事業用プラットフォームや各種アプリケーション
開発用テストベッドの立ち上げ

・ホームネットワーク、企業ネットワーク、Facility
Networkなど、多様な端末機器が混在する環境で
の標準化の推進

・企業が機器を持ち寄って開発や実験ができるため
のオープンな土俵作り

・端末と網のバランスの取れた相互発展、利便性と
インフラ性の発展を実現するための新たな枠組み

国
際
競
争
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争
力
の
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ス
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の
促
進

テストベッドの
有効な活用

研究開発

相互接続実験

標準化

ＩＰ化時代の通信端末の新たな機能を
試験し、確立するための環境整備

ＩＰ化時代の通信端末の新たな機能を
試験し、確立するための環境整備

・相互接続性確立の確認
・開発と標準化への実践的フィードバック

・サービス品質の測定
・セキュリティに関する機能の確認
・サービス提供のための相互接続性の確認

テストベッドの体制整備テストベッドの体制整備

図４－４ テストベッドの体制整備 

 

４－２－３ インタフェースや機能の認証方法の策定・整備 

 

４－２－３－１ 背景 

ＩＰ端末は、様々なネットワークとの接続が柔軟かつ円滑に行えることが期待さ

れている。さらに、複数の事業者のネットワークを跨ぐ多彩なサービスを安心して

利用するためには、ＩＰ端末がこれら多様なネットワークを利用可能である仕組み

が必要であるほか、多様なアプリケーションの実現に必要な環境整備への取組も必

要となる。 

 

４－２－３－２ 検討事項 

(1) 多様化するネットワークとの接続性／安全・信頼性の確保 

① 認証機能を活用したサービス選択の自由度及び容易性の確保 

ＩＰ化時代にはサービスが端末やネットワークに縛られることがなくなり、利

用者は自由にサービスを選択できるようになる。そのため、利用者が一つの端末

で多様な電気通信事業者のサービスを享受できるよう、個人認証・端末認証機能

などを活用した、サービス選択の自由度及び容易性の確保が必要である。 

② 多様な端末の接続性の確保 

ホームネットワークなど端末同士がネットワークを構成し、かつ、そのネット
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ワークが外部ネットワークに接続し、外部と通信を行うようになるため、家電製

品や電子タグを含む多様な端末がネットワークに接続され、サービスを利用する

ことに伴う相互接続性・互換性の確保が必要である。 

③ ネットワーク接続、コンテンツ利用時における安全・信頼性の確保 

複数のネットワークが相互に接続され、複数のネットワークやアプリケーショ

ンを介してコンテンツが利用されるようになるが、そのためには、ＩＰｖ６のセ

キュリティ機能の利用や端末ＩＤの活用、暗号化機能等の具備により、様々なサ

ービスを利用する際の安全性・信頼性の確保が必要である。 

(2) ソフトウェア等の活用を踏まえた端末機能の利便性の確保 

今後はソフトウェアをダウンロードすることにより、端末の機能を柔軟に拡張し

ていくことが考えられるため、通信機能の変更が可能となることを踏まえた、端末

機能の利便性の確保が必要である。 

 

４－２－３－３ 今後の推進方策 

上記課題の解決のためには、第２章でまとめたように、ＩＰ化時代の通信端末に

は「接続性の向上」、「利便性の向上」、「安全・信頼性の確保」を基礎とした新たな

機能が具備されることが必要である。また、消費者が安心して利用できるように、

これらの機能について、標準化を進めるとともに、認証制度及びガイドライン等を

策定することが必要である。 

また、利用者が多様なサービスを自由かつ容易に選択し、便利なサービスを利用

できるよう、ＩＤポータビリティ技術などの認証技術の活用やＩＰｖ６のセキュリ

ティ機能を踏まえた認証方法についても、併せて検討を行うことが必要である。 
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インタフェースや機能の認証方法の策定・整備インタフェースや機能の認証方法の策定・整備

○認証機能を活用したサービス選択の自由度及び容易性の確保

個人認証・端末認証機能などを活用し、ユーザが一つの端末で多様な電
気通信事業者のサービスを自由かつ容易に選択し、便利なサービスを享受
できることを可能にする

○多様な端末のネットワーク接続の確保

家電製品や電子タグを含む多様な端末がネットワークに接続されること
に伴う相互接続性・互換性の確保

○ネットワーク接続、コンテンツ利用における安全・信頼性の確保
IPv6のセキュリティ機能や端末IDの活用、暗号化機能等の具備により

利用者が、様々なサービスを利用する際の安全性・信頼性を確保

NNI

UNI

ネットワーク ネットワーク

端末

ネットワーク

音声端末

通話

映像配信ＶＰＮ 電子商取引

○複数の事業者のネットワークを跨いで多彩なサービスを実現するためには、端末がこれら多様なネット
ワークを利用可能であることが必要。

○多様なアプリケーション実現に必要な環境整備の取り組みも重要。

ＩＰ化に対応した認証方法の検討ＩＰ化に対応した認証方法の検討

○ソフトウェアのダウンロードに

より、通信機能の変更が可能で
あることを踏まえた、端末機能
の利便性の確保

ソフトウェア等の活用を踏まえた
端末機能の利便性の確保

多様化するネットワークとの接続性／安全・信頼性の確保

ソフトウェアダウンロード等に
よって、通信機能の変更等が
可能

電気通信事業者のサービスを
自由かつ容易に選択

様々なネットワーク構成

・・・・

図４－５ インタフェースや機能の認証方法の策定・整備 
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４－３ 安心して利用できる環境整備 

 

本節においては、まず、ＩＰ端末が社会のルールや制度に与える影響を検討した

上で、安心して利用できる環境整備の方策について検討することとする。 

ＩＰ端末を取り巻く社会的関係を図示すると、次のとおりとなり、「サービス提供

者等の多様化と連携の複雑化」、「サービス提供者等と利用者との関係の多様化」、「他

の通信との関係の密接化」及び「ＩＰ端末が社会に与える影響の多様化」という特

徴が導き出される。 

【社会全体】

【通信全体】 （他の通信関係も含む）

【端末機器
提供者】

コンテンツ利用権利管理

販 売

決 済

環境問題

・・・・

情報化
【ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
提供者】

提供者と利用者の関係

【利用者】 【提供者（事業者）】

【通信環境
提供者】

提供者同士
の関係

社会との関係

提供者と利用者の関係

【通信】 【ＩＰ端末サービス利用関

係】

他の通信
との関係

【通信内での影響】

提供者と利用者の関係

【社会的影響】【他人の通信との間の影響】

① サービス提供者等の
多様化と連携の複雑化

② サービス提供者等と
利用者の関係の多様化

④ ＩＰ端末が社会に与える
影響の多様化

③ 他の通信との関係の
密接化

図４－６ ＩＰ端末を取り巻く社会的関係 

 

(1) ＩＰ端末が影響を及ぼす社会的事項 

① サービス提供者等の多様化と連携の複雑化 

ＩＰ化時代は、第２章で検討したとおり、多数のアプリケーション提供事業者や

通信環境を提供する通信事業者の間の多様で複雑な相互連携に支えられている。ま

た、サービス利用にかかる課金や代金決済、コンテンツ利用権利管理など、様々な

業界を跨いだ複数の事業者が連携することにより、ＩＰ端末に対するサービスがＩ

Ｐネットワーク上で行われるという特徴を持つ。 

また、ＩＰ端末は、日を追って進化するコンピュータウィルス等の攻撃に対抗す

るため、端末購入後も適切な運用管理を行うことが必要になると想定される。ＩＰ

端末の正常な運用のために、端末を利用者に提供する製造者・販売者、保守用に提

供されるコンピュータウィルス等のパターンファイル提供者、端末の保守管理者等、

多様な関係者が連携することが必要となる。 

② サービス提供者等と利用者の関係の多様化 

ＩＰ端末の利用方法も、端末の購入と通信サービスへの加入がイコールで結ばれ

るという以外に、利用者を認証し、通信モジュールの挿入等によって一時的にサー
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ビスや端末を使用するような新たな形態も想定されるなど、端末の多様化が進展し、

利用者の選択肢が広がる。 

また、ＩＰ端末によるサービス利用の広がりによって、サービスメニューも多様

化すると考えられるため、利用者は膨大な情報に基づいて利用するサービスから選

択を行う必要がある。 

 

③ 他の通信との関係の密接化 

ＩＰネットワークは、従来の回線交換網と比較し、利用者同士、サービス同士で

設備を共用しやすくなるという特徴がある。しかしそれは即ち、トラヒックの輻輳

や設備に障害が起きた際に、他人の通信へ与える影響が増大する可能性があること

を示している。特に、ＩＰ端末は、リアルタイム性を必要とするアプリケーション

や特段のリアルタイム性を要求しないアプリケーションも含めて通信を行うため、

ネットワーク資源の適切利用や有効利用、公平利用を促進することも重要になる。 

 

④ ＩＰ端末が社会に与える影響の多様化 

ＩＰ端末は、通信端末として国民生活における基本的なコミュニケーション手段

を担う機能以外に、家電や自動車等の様々な機器との通信並びに制御機能を持つこ

とが考えられる。そのため、通信によってコントロールされる機器における通信機

能以外の機能の動作、例えばエアコンの空調設定や、自動車の走行運転操作等にも

影響を与えるなど、社会活動に一層大きな影響を与えることとなる。 

また、ＩＰ端末の高度化や多様化、その普及によって、テレワークや遠隔教育等

による就労問題や教育問題、余暇の過ごし方や高齢者の社会参加の変化等によるラ

イフスタイルの変化により社会全体へ影響を及ぼすことが予想される。このため、

ＩＰ端末は、人々に新しい価値をもたらすイノベーションを起こす大きな可能性を

持つものと予想される。 

 

(2) ＩＰ端末の出現に伴う社会的課題 

ＩＰ端末の出現に伴う社会的課題として現時点で想定されるものを挙げる。 

 

① 責任主体の複雑化への対応 

ＩＰ化時代においては、業界を跨いで多様な事業者が連携し多元的・重畳的にサ

ービス提供体制を構築することによって、ＩＰ端末の利用が可能になる。このため、

責任主体も多様化し、責任の切り分けは複雑化する。 

例えば、ＩＰ端末の利用においては、多様な事業者の連携により高度なアプリケ

ーションの利用が可能になるため、従来の利用者と電気通信事業者との間の責任分

界点だけではなく、電気通信事業者同士の様々な機能ごとに責任の分界点が発生し、

責任の切り分けは複雑化してくるものと考えられる。 

責任の切り分けの複雑化によって責任主体が不明確となると、改善請求先や補償
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請求先が不明になるなど、利用者にとって不当な不利益が生じる可能性が増し、各

事業者にとっても、ビジネスリスク管理が困難となるなどの影響が出ることが考え

られる。 

また、現状のソフトウェアをＰＣ等にインストールする場合において、インスト

ールすることで発生の可能性がある様々な損害等に関して、利用者がソフトウェア

提供企業等に補償を請求する権利を、インストール時の画面で誘導される簡単なク

リック操作等の契約確認等（いわゆる「クリック・ラップ（クリック・オン）契約」

や「ブラウズ・ラップ契約」等）によって、利用者の特段の認識なしに、一律に放

棄させる事例が存在するが、これらの現状の方法は必ずしも最適な方法とは言えな

い場合も存在する。 

責任主体の複雑化へ対応するため、ＩＰ端末の設計や機能については責任主体の

複雑化にも適切に対応するような構造が求められるとともに、技術的対応を補完す

るような社会的なルールや制度の対応も重要になると考えられる。 

 

② ＩＰ端末の利用機会の確保への対応 

ＩＰ端末自体の機能の向上が想定される中、そのＩＰ端末の活用によって社会全

体のメリットを拡大させるためには、サービスを利用する側からは、一つのＩＰ端

末で多様な事業者が提供するサービスが利用可能なアーキテクチャであることが重

要と考えられる。一方、このことは、事業者のサービス提供の側面からも重要であ

る。ＩＰ端末の利用機会を広く確保することは、メーカやアプリケーション提供事

業者、ネットワークサービス提供者の自由な競争や提携を促進し、ＩＰ端末自体や

アプリケーション等の内容そのものの向上が期待される。 

ＩＰ端末の利用機会を広く確保するためには、ＩＰ端末技術とサービス提供技術

の共通化やオープン化が重要となる。ただし、事業者やＩＰ端末メーカの自由な事

業展開がもたらす利便性の向上を考慮に入れ、自由な事業展開の可能性を広げた上

で、ＩＰ端末の利用機会が確保されるような技術的アーキテクチャやルール・制度

等が重要になる。 

 

③ ＩＰ端末選択の複雑化への対応 

ＩＰ端末の高度化・多様化により、ＩＰ端末のスペックや機能によって、ネット

ワークに接続できたりできなかったり、アプリケーションを利用できたりできなか

ったりする事象の発生が考えられる。このようなケースの発生は、利用者の不利益

に直結するため、どのような利用者にも分かりやすいＩＰ端末の選択のための情報

提供が行われるようなルール・制度の整備も重要である。 
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ＩＰ端末の社会への影響と検討すべき課題ＩＰ端末の社会への影響と検討すべき課題

・多数のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ提供者や通信
事業者の間の多様で複雑な相互
連携

・製造者・販売者、ｳｨﾙｽ等のﾊﾟﾀｰﾝ
ﾌｧｲﾙ提供者、端末の保守管理者等、
多様な関係者が連携

・多数のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ提供者や通信
事業者の間の多様で複雑な相互
連携

・製造者・販売者、ｳｨﾙｽ等のﾊﾟﾀｰﾝ
ﾌｧｲﾙ提供者、端末の保守管理者等、
多様な関係者が連携

① サービス提供者等の
多様化と連携の複雑化

① サービス提供者等の
多様化と連携の複雑化

・ﾘｱﾙﾀｲﾑ性を持つｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
への影響

・ﾈｯﾄﾜｰｸ資源の有効利用・
公正利用 等

・ﾘｱﾙﾀｲﾑ性を持つｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
への影響

・ﾈｯﾄﾜｰｸ資源の有効利用・
公正利用 等

・ﾗｲﾌｽﾀｲﾙの変化
・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの加速

・ﾗｲﾌｽﾀｲﾙの変化
・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの加速

消費者保護の在り方の検討消費者保護の在り方の検討 IP化時代に対応した
資格制度の活用
IP化時代に対応した
資格制度の活用

④ ＩＰ端末が社会に
不える影響の多様化

④ ＩＰ端末が社会に
不える影響の多様化

③ 他の通信との
関係の密接化

③ 他の通信との
関係の密接化

機能保証に関する
責任分担の在り方の検討
機能保証に関する
責任分担の在り方の検討

検討課題１検討課題１ 検討課題２検討課題２ 検討課題３検討課題３

安心して利用できる環境整備安心して利用できる環境整備

ＩＰ端末が影響を及ぼす社会的事項ＩＰ端末が影響を及ぼす社会的事項

＜IP端末の出現に伴う社会的課題の例＞
■責任主体の複雑化への対応

・技術的対応を補完するような社会的なﾙｰﾙや制度の対応も重要
■ＩＰ端末の利用機会の確保への対応

・IP端末の利用機会が確保されるような技術的ｱｰｷﾃｸﾁｬやﾙｰﾙ・制度等が重要
■ＩＰ端末選択の複雑化への対応

・利用者に分かりやすいIP端末の選択のための情報提供が行われるようなﾙｰﾙ・制度の調整も大切

＜IP端末の出現に伴う社会的課題の例＞
■責任主体の複雑化への対応

・技術的対応を補完するような社会的なﾙｰﾙや制度の対応も重要
■ＩＰ端末の利用機会の確保への対応

・IP端末の利用機会が確保されるような技術的ｱｰｷﾃｸﾁｬやﾙｰﾙ・制度等が重要
■ＩＰ端末選択の複雑化への対応

・利用者に分かりやすいIP端末の選択のための情報提供が行われるようなﾙｰﾙ・制度の調整も大切

・利用者の選択肢が広がり、
利用方法も多様化

・利用者は膨大な情報に基
づいて様々なｻｰﾋﾞｽから
選択を行う必要

・利用者の選択肢が広がり、
利用方法も多様化

・利用者は膨大な情報に基
づいて様々なｻｰﾋﾞｽから
選択を行う必要

② サービス提供者等と
利用者の関係の多様化

② サービス提供者等と
利用者の関係の多様化

 

図４－７ ＩＰ端末の社会への影響と検討すべき課題 

 

４－３－１ 機能保証に関する責任分担の在り方の検討 

 

４－３－１－１ 背景 

ＩＰ化社会においては、サービスはネットワークや端末の違いを利用者が意識す

ることなくシームレスに提供され、あらゆる物、サービス、情報がＩＰネットワー

ク上で流通し、ＩＰ端末が社会の重要機能から生活小道具までを担うこととなる。

同時に、ネットワークを通じた攻撃などにより、機能の停止や情報の漏洩といった

セキュリティリスクが高まる可能性もある。 

第２章で見てきたような、様々な端末、ネットワークから様々なサービスが利用

できる接続性、どんな人でも利用でき、生活の質の向上につながる利便性、自分の

生命や社会を預けることができ、安心して利用できる安全・信頼性が確保される必

要があるが、こうした機能は、ネットワーク事業者、端末メーカ、サービスプロバ

イダといったネットワークの参加者の連携によって実現されることとなる。 

現状では、ネットワーク参加者の連携により、標準化すべき重要な機能について

ＩＴＵや社団法人 情報通信技術委員会（The Telecommunication Technology 

Committee、ＴＴＣ）といった標準化機関による標準化やフォーラムによる標準化

が行われている。また、端末が具備しなければならない機能については技術基準化
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された上で法令により具備が義務付けられ、技術基準を満たさないものについては

電気通信事業者による接続の拒否が可能となっている。 

しかし、今後、ＩＰ端末が普及し、端末とネットワーク、サービスの間の関係の

複雑化などにより現状の枠組みが機能しないケースが現れることが予想される。 

 

４－３－１－２ 対応方策 

まず第１に、利用者・ネットワーク・インタフェースなどの責任分界点を設け、

技術的な責任分担を明確化するという方策が考えられる。 

しかしながら、技術的には解決が可能であるものの技術開発や搭載には費用がか

かりすぎる場合や、そもそも技術的に解決が不可能な課題については、連携して責

任を分担するという方策が考えられる。具体的な方策の例としては、次のような方

法がある。 

① 専門的な第三者による責任分担関係の整理 

② ニュートラルで問題解決に機動性を持った紛争解決メカニズム 

③ インフラに対する技術的な専門性を持つ人や、ビジネスに対する専門家、法

律の構造やスタンダードに関する専門家等の集団 

④ コミッショナー制度による紛争処理の解決 

 

また、責任制度の設計に当たっては、表４－１に示す点について考慮する必要が

あると考えられる。 

 

表４－１ 責任制度の設計に当たり考慮すべき点 

① 責任要件

について 

責任・作為義務の明確化のために必要な要素 

 ・誰が、誰に、いつ、どこで 

・結果の予見可能性、結果回避の可能性 

・義務の範囲の明確化・為すべき行為の明確化 

 責任・作為義務を明確化できない課題は、法と経済学の視点

も考慮に入れ、責任を負わせるべき理由・必要性・領域・主

体・方法等を検討。 

② 責任追及

手続の要件 

・責任追及の相手方を容易に特定、把握できること。 

・責任要件の立証を容易になし得ること。 

・要件の吟味及び損害の回復、修復、補填を簡単、迅速に行

えること。 

 ・中立性が保たれること。 

 （例）ＡＤＲ（紛争処理機関、あっせん仲裁制度、仲裁契約、

調停制度、等）の有効活用など。 
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４－３－１－３ 今後の推進方策 

ＩＰ化時代の責任分担の在り方について、その責任制度の制度設計に向けて関係

者が参加でき、透明性が確保された、フォーラムのような場の形成が必要である。

そしてそのフォーラムには、インターネット、アプリケーション事業者を含むＩＰ

ネットワークの参加者が参加することに加え、決定手続きが民主的であることが求

められる。 

また、次世代ＩＰネットワークが本格化する 2010 年を見据えて、責任モデルを

検討することが有用である。 

その際、ＩＰ化時代の責任分担の在り方の検討についての検討項目が多岐にわた

ることが想定されることから、まず責任を負うべき機能を限定し、責任モデルを検

討することが有用であると考えられる。例えば、重要インフラとしての機能維持、

接続性、利便性の確保、安全・信頼性の確保といった、ＩＰ端末にとって欠かせな

い機能から責任モデルを構築し、その結果を見つつ、徐々に適用範囲を広げていく

方法が現実的であると考えられる。 

 

ＩＰ化時代の社会のサービスはネットワークや端末の違いを利用者が意識することなく
シームレスに提供

上記の社会は接続性、利便性、安全・信頼性が確保
上記の機能はネットワークの参加者の連携によって実現

※現状、ネットワーク参加者の連携は、標準化、技術基準等、技術的制度的に担保

現状の枠組みが機能しないケースが出現現状の枠組みが機能しないケースが出現

ＵＮＩ等の責任分界点
を設け、技術的な責任
分担を明確化

技術的に解決困難な課題について、責任の連携を検討
専門的な第三者による責任分担関係の整理
ニュートラルで問題解決に機動性を持った紛争解決のメカニズム
インフラに対する技術的な専門性を持つ人や、ビジネスに対する
専門家、法律の構造やスタンダードに関する専門家等の集団
コミッショナー制度による紛争処理の解決

 制度設計に向けて関係者が参加でき、透明性が確保された場の形成が必要
 2010年を見据えて、責任を負うべき機能を限定し、責任モデルを検討することが有用

 制度設計に向けて関係者が参加でき、透明性が確保された場の形成が必要
 2010年を見据えて、責任を負うべき機能を限定し、責任モデルを検討することが有用

＋

機能保証に関する責任分担の在り方の検討機能保証に関する責任分担の在り方の検討

図４－８ 機能保証に関する責任分担の在り方の検討 
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４－３－２ 消費者保護の在り方の検討 

 

４－３－２－１ 背景 

ＩＰ端末は、現在の情報通信サービスが抱えている諸問題や、今後発生すると想

定される課題や問題を解決するものでなくてはならない。そのためには利用者の視

点や社会倫理の視点が大変重要になる。 

ＩＰ端末が普及した社会においては、豊かな社会生活や効率的な企業活動が実現

するなど、多くの利点がある反面、多くの課題が発生すると想定される。利点及び

課題の例としては、次のものが考えられる。 

 

表４－２ ＩＰ端末の普及による利点及び課題の例 

利点 課題 

端末が多様化し、ネットワークがオ

ープン化されることにより、端末の選

択の可能性が拡大し、多様なサービス

が享受できるようになる。 

製品情報が膨大な量になるととも

に、インターネットを始めとした情

報の取得手段も増え、利用者による

サービスの最適な選択が一般に困難

になる。（情報過多に対する人間の認

知能力的限界の課題等） 

端末が多機能化することにより、新

機能を手軽に利用できる。 

機能の複雑化により、逆に使いづ

らくなる人も多数出現する。（デジタ

ル・デバイドな懸念の課題等） 

一つの端末で様々なサービスの提供

を受けられるようになる。 

電話帳やスケジュール、メール、

電子鍵、写真データ等、一つの端末

に情報が集中し過ぎることにより、

端末を紛失した際に情報が漏えいし

たり、破損した際に消失したりする

可能性があり、発生時の被害が大き

い。（利便性向上に不可避的に伴いト

レードオフに発生するリスク上昇と

いう課題等） 

ネットワーク事業者とサービス提供

者、端末メーカの相互連携に支えられ

た多様なサービスを享受できるように

なる。 

不具合発生時においては利用者側

からの問題点の把握が非常に困難に

なる。（物・役務提供事業者の多様

化・複雑化に伴うブラック・ボック

ス化の課題等） 

テレワークや遠隔教育といった新し

いサービスにより、新たなライフスタ

イルが実現される。 

様々な機器が通信機能を持つこと

により、機器の誤作動が誘発されや

すくなる。（参加者の多様化・増加に

不可避的に伴う連携・協力の達成困

難性(取引費用)上昇という課題等） 
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いつでもどこでもネットワークに接

続可能である。 

いつでもどこでもネットワークか

らの攻撃にさらされる。（利便性向上

に不可避的に伴いトレードオフに発

生するリスク上昇という課題等） 

 

４－３－２－２ 対応方策 

上述の課題を解決する方策を検討するに当たっては、「消費者と事業者との間の情

報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、」以下の基本理念のもとに、平成１

６年に制定された「消費者基本法」を踏まえた上で、対応方策を検討することが有

意義である。 

① 消費者の権利の尊重と自立の支援 

② 事業者の適正な事業活動の確保と消費者の特性への配慮 

③ 高度情報通信社会の進展への的確な対応 

④ 国際的な連携の確保 

⑤ 環境保全への配慮 

 

４－３－２－３ 今後の検討課題 

研究会では消費者保護について以下のような方策が必要であるという議論があっ

た。以下の項目について今後検討を行っていくことが望ましい。 

 

表４－３ 消費者保護への対応方策 

多様なニーズに応える機器の提供 

 デバイドフリーな

機器の開発 

製造業者が機器を開発する際にはユニバーサル・デ

ザインの採用や使いやすくかつ直感的なインタフ

ェース等、誰でも容易に利用可能なものにするよう

配慮すること 

 消費者参加型の業

界規格 

操作性など利用者が直接かかわる部分や情報保護

など利用者の利益につながる部分等について、業界

規格を策定する際にはできる限り利用者から意見

を聞き、規格に反映していくこと 

簡易かつ迅速な機能保証と権利救済 

 裁判外処理による

紛争解決制度 

裁判による被害申し立ては時間や費用がかかるた

め、一般の人にとっては負担が大きい。そのため裁

判外において簡易かつ迅速に紛争を解決するため

に、ＡＤＲ制度等の有効的な活用について検討する

こと 

消費者保護のための機関や制度の整備 
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 対応窓口の一本化 

（one-stop-trouble 

shooting） 

トラブルが生じた際に消費者が相談できる窓口の

一本化（one-stop-trouble shooting）について検討

すること 

 不具合事例の収集

／分析／発信体制

の確立 

端末に不具合が発生した際に、その事例を収集し分

析することで今後の開発にフィードバックすると

ともに、不具合情報をホームページなどで公開する

ことにより、同様の事例の解決と防止に寄与する体

制について検討すること 

地球環境保護 

 端末のリサイクル 技術の急速な進歩により、端末のライフサイクルが

縮まっていることから、製造者は使用しなくなった

端末を回収し、リサイクルを行うこと 

 製品のライフサイ

クルの延長 

上記とは逆に、製品の買い換えをしなくても良くな

るよう、端末の購入後に機能追加などができるよう

にすること 

ＩＰ化時代のＩＣＴリテラシー向上 

 倫理・リスク啓発教

育 

ＩＰ端末を利用するに当たり消費者が理解すべき

社会倫理やリスクについて、教育の場や説明会、ホ

ームページ等を通じて、消費者に対して広くかつ迅

速に周知・啓発していくこと 

 

以上のような消費者保護のための取組を実現するためには、関係する事業者、消

費者、法律家等による業界横断的な議論の場を設けて検討することが有用である。 
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地球環境保護地球環境保護サービス提供者等の相互連携に支
えられた多様なサービスの享受

サービス提供者等の相互連携に支
えられた多様なサービスの享受

効率的な企業活動の実現

ＩＰ端末選択の可能性の拡大、多様
なサービスの享受

ＩＰ端末選択の可能性の拡大、多様
なサービスの享受

テレワークや遠隔教育による新た
なライフスタイルの実現

テレワークや遠隔教育による新た
なライフスタイルの実現

豊かな社会生活の実現

新機能を手軽に利用できる新機能を手軽に利用できる

一つのＩＰ端末で様々なサービスの
提供を受けられる

一つのＩＰ端末で様々なサービスの
提供を受けられる

いつでもどこでもネットワークに接
続可能

いつでもどこでもネットワークに接
続可能

利点

…

不具合発生時における利用者
による問題把握の困難化

不具合発生時における利用者
による問題把握の困難化

膨大な情報によりサービス選択
が困難

膨大な情報によりサービス選択
が困難

様々な機器が通信機能を持つ
ことによる機器の誤作動誘発

様々な機器が通信機能を持つ
ことによる機器の誤作動誘発

課題

機能の複雑化により、逆に使い
づらい

機能の複雑化により、逆に使い
づらい

一つの端末に情報が集中し、障
害発生時の被害が大きい

一つの端末に情報が集中し、障
害発生時の被害が大きい

いつでもどこでもネットワークか
らの攻撃にさらされる

いつでもどこでもネットワークか
らの攻撃にさらされる…

事業者、法律家、消費者等による
検討の場を設置

多様なニーズに応える機器の提供多様なニーズに応える機器の提供

デバイドフリーな機器の開発デバイドフリーな機器の開発

消費者参加型の業界規格消費者参加型の業界規格

ＩＰ化時代の消費者リテラシー向上ＩＰ化時代の消費者リテラシー向上

倫理・リスク啓発教育倫理・リスク啓発教育

簡易・迅速な機能保証と
権利救済

簡易・迅速な機能保証と
権利救済

紛争解決制度（ＡＤＲ等）紛争解決制度（ＡＤＲ等）

消費者保護のための機関や制度の整備消費者保護のための機関や制度の整備

問い合わせ窓口の一本化問い合わせ窓口の一本化

端末のリサイクル端末のリサイクル

丌具合事例の収集／分析
／発信体制の確立

丌具合事例の収集／分析
／発信体制の確立

消費者保護の在り方の検討消費者保護の在り方の検討

ライフサイクルの延長ライフサイクルの延長

① 消費者の権利の尊重と自立の支援
② 事業者の適正な事業活動の確保と消費者の特性への配慮
③ 高度情報通信社会の進展への的確な対応
④ 国際的な連携の確保
⑤ 環境保全への配慮

消費者基本法の理念

 

図４－９ 消費者保護の在り方の検討 
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４－３－３ ＩＰ化時代に対応した資格制度の活用 

 

４－３－３－１ 背景 

ＩＰ化時代においては端末同士が相互接続することによりネットワークを構成し

たり、ネットワーク化した端末が公衆ネットワークに接続したりとネットワークと

端末の関係が多様化かつ複雑化するほか、端末の種類もこれまで通信機能を持たな

かった機器が通信機能を持つようになり、膨大な数になると考えられる。 

そうした中で端末の種類・技術に関わりなく様々な利用環境に対応することがで

き、エンド・トゥ・エンドの接続を確保するとともに、障害に際しては、物理層か

ら上位レイヤまでを総合的にかつインテグレートして扱い、問題点を発見して速や

かに回復できる技術力をもった、コンシェルジュのような技術者が強く求められて

いる。 

また、ＩＰ端末の利用に当たっては、一部の機器の不具合が社会に大きな影響を

及ぼすことから、不具合を予防するような役割を果たす人材が必要であり、その意

味でも、工事も含めた幅広い知識を持った技術者が求められている。 

 

４－３－３－２ 対応方策 

現状、端末設備をネットワークに接続する工事を行う技術者の資格として工事担

任者がある。 

端末設備の接続に関する工事に関し、端末設備の接続の技術基準の１つである「電

気通信回線設備の損傷及び機能への障害の防止」を担保するため、電気通信事業法

では、国家資格（工事担任者）制度を整備し、原則として、工事担任者資格を保有

しているものが接続に係る工事を行うか、あるいは、実地に監督することを定めて

いる。 

この工事担任者制度については、平成 17 年にデジタル化に対応するために資格

の種類及び試験項目を改正し、ＩＰ電話・ＩＰ－ＰＢＸ等のＩＰネットワークの技

術や電子認証・デジタル署名等の情報セキュリティ技術等が追加され、最新の情報

技術に即した内容を目指したところである。 

しかし、ＩＰ化時代においては、端末の役割として、ネットワークと連携して様々

な機能を実現することも期待されているため、その接続等に携わる技術者の役割も

変化することが予想される。 

例えば、問題が起きたときの対応について、電話網が中心であったときには、電

話の専門家が問題を理解して対応することができたことについても、ＩＰ化の際に

は、一番下のレイヤからアプリケーションのレイヤまで全部を理解していた上で、

総合的にかつインテグレートして判断できないと問題に対応できなくなる。 

また、端末の多様化により、社会活動の多くの場面で利用されることを考えると、

秩序維持、生命及び財産の保護等にかかわる処理・管理・制御等の機能を備えた端

末については、直接的に製造・保守・運用、若しくは間接的に監視監督するものが
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技術及び法の知識を習得していることはより重要になる。 

したがって、今までの試験・育成の考えでは、ハード・ソフト的に多くのサービ

スが入っている中で、技術者レベルを担保し、利用者のニーズに応えるのは難しい

と思われる。 

ＩＰ時代に向けて、現行の資格試験にＩＰにかかわる内容を反映していくととも

に、技術者の育成の考え方について見直していく必要がある。このような技術者を

育成することにより、従来の役割である端末設備の接続・設置、LAN 等の配線・構

築工事に留まらず、設備の維持・管理やトラブルシューティング、システム・ネッ

トワークのセキュリティ・アドバイザーとしてのインテグレートした役割を持つこ

とによって、利用者に安心したＩＰ端末の利用環境を提供できるようになることが

望ましい。 

 

４－３－３－３ 今後の推進方策 

前述のような技術者を育成するためには、工事担任者という端末に密接した現状

の資格をこれからのＩＰ化時代に適合するよう活用することが望まれる。工事担任

者がＩＰ化時代に対応した技術者であり続けるための方策としては、次のものが考

えられる。 

① 端末技術の最新動向を反映した資格区分・試験科目の検討を継続的に行うこ

とが必要である。今後ＩＰ系サービスが拡大していくことにより、メンテナン

スのための知識として、トラブル時の故障箇所の特定及び原因の把握ができる

ことが重要となってくる。したがって、ＩＰネットワークに関する知識や各種

ネットワーク機器の設定・運用に関する知識も必要となってくると考えられる。 

② 技術の進展が著しいＩＰ化時代においては、常に最新の知識・技術の習得に

努めることが必要である。平成 17 年の制度改正時、工事担任者規則に「端末

設備の接続の知識及び技術の向上を図るように努める」旨を定めた努力義務規

定が追加されていることをふまえ、必要とされる新しい知識や技術を習得させ

るための研修等の仕組みづくりが必要である。 

 

また、ＩＰ端末には保守運用者、メーカ及び利用者が関わることから、技術レベ

ルを認定するために業界団体等が付与している独自資格等を活用する等、これら関

係者の意識向上のための啓発活動が必要である。 

なお、方策の検討に当たっては、端末設備の利用者が工事担任者等の技術者に求

めている事項についても適切に把握していくことが重要である。 
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49

様々な利用環境に対応し、
物理層から上位レイヤーまでを

扱える総合的な端末技術者

ＩＰ化時代の端末のために求められる技術者像ＩＰ化時代の端末のために求められる技術者像

端末の種類・技術に関わりなく、エンドツーエンドの接続を確
保し、障害に際してはどんな問題でも問題点を発見して速やかに
回復できる技術力をもった、コンシェルジュのような技術者。

端末設備の
接続・設置

トラブル
解決

LAN等の配線・
構築工事

システム、ネット
ワークセキュリティ
等のアドバイザー

工事担任者がＩＰ化時代に対応した
技術者たるための制度整備・周知活動

工事担任者がＩＰ化時代に対応した
技術者たるための制度整備・周知活動

○ ＩＰ化の際には、物理レイヤからアプリケーション等の上位レイヤまでの知識がなければ発生した問題に対応できなくないことが
想定されるため、最新かつ専門的な知識を持ち、総合的に判断できる人材の育成が必要。

○ 新しい技術の進展によりハード・ソフト的に多くのサービスが登場するようになったとき、今までの試験・育成の考えでは技術者
レベルを担保し、利用者のニーズに応えるのは難しく、技術者の育成の考え方について見直しが必要。

○ 秩序維持、生命及び財産の保護等にかかわる処理・管理・制御等の機能を備えた端末については、直接的に製造・保守・運用、
若しくは間接的に監視監督するものに技術及び法の知識が必要。

ＩＰ化時代に対応した資格制度の活用ＩＰ化時代に対応した資格制度の活用

背景 ＩＰ化時代においては、端末の役割の変化とともに、接続等に携わる技術者の役割も変化

① 端末技術の最新動向を反映した資格区分・
試験科目の検討

② 工事担任者がＩＰ化時代において維持・向
上すべき知識・技術を習得するための研修等
の仕組みづくり

ＩＰ端末には保守運用者、メーカ及び利用
者が関わることから、これら関係者の意識向
上のための啓発活動
（業界団体等が付不している独自の資格を活

用する等）

端末設備の利用者が求めている事項を
適切に把握した上での検討が必要

端末設備の利用者が求めている事項を
適切に把握した上での検討が必要

＋

図４－１０ ＩＰ化時代に対応した資格制度の活用 
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第５章 活力ある通信端末の実現に向けて2 

 

これまでにわたり、ネットワークのＩＰ化による通信端末に求められる役割の変

化に対し、ＩＰ化の進展動向を踏まえた通信端末のイメージ、その実現に必要な機

能、実現による社会的・経済的効果、今後のＩＰ化の進展に対応した通信端末の利

用に向けた課題等の観点から、検討を重ねてきた。 

今後、ＩＰ化によるネットワークの構造の変化によって、現状においては、ネッ

トワークの一端に接続するのみであった通信端末の役割が、ネットワークと連携す

ることにより、様々な機能・サービスを創出する役割を担っていくことが期待され

る。特に、ネットワークのＩＰ化、ブロードバンド化、機器のユビキタス化への進

展により、通信端末が「接続性の向上」、「利便性の向上」、更に「安心・安全の確保」

といった機能が実現されることによって、新たなサービス・市場の創出等、社会経

済波及効果が得られるのみならず、個人の社会生活、ビジネスシーンなど社会・経

済活動全般に多大な影響がもたらされることが予想される。 

しかしながら、その実現には、極めて広範囲な課題に総合的に取り組むことが必

要であり、特に、次世代ＩＰネットワークが本格化する 2010 年までに、 

① ＩＰ端末と連動した研究開発・標準化のエンジンを稼働させ、「接続性の向上」、

「利便性の向上」、更に「安心・安全の確保」といった機能を実現し、新たなサ

ービス・市場の創出、 

② 種々の機器が登場し、オープンにネットワークに接続され、利用者が困るト

ラブル社会になる懸念への適切な対応を図るため、利用者が安心できる端末利

用環境の実現 

を達成しなければ、本格的なＩＰ化時代を牽引していく豊かで安全なＩＣＴ社会構

築への大きな支障を生じることが懸念される。また、我が国の社会・経済の成長や

国際競争力の確保という観点からも、それらの課題の解決に向けて早急かつ強力な

対応を講じなくてはならない。 

そのため、 

・第４章で検討を行った各施策を確実に実施するため、2010 年までに実現するた

めのロードマップの策定 

を行うとともに、 

・新たなサービス・市場の創出に向けた施策と連動して、端末利用環境の実現に

向けた課題への的確な対応を図るため、法学関係者も含めた分野横断的なフォ

ーラムの設置 

を図ることが必要である。 

                                            
2 端末の新名称については、本研究会における議論や、報告書（案）に関する意見募集において多

数の提案があった（【参考資料４】参照）ものの、今回、必ずしも一つの名称に絞るのではなく、Ｉ

Ｐ化時代の通信端末の利用環境を整備していく中で、今回の提案も含めて、関係者によりさらに検

討していくことが適当である。 
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ＩＰ化時代は、端末が変わる。その大きな転換に向けて、産学官が一体となり、

グローバルな視点で、早急かつ強力に取り組むべきことを強く提言する。 

 

ＩＰ化時代の通信端末の実現方策ＩＰ化時代の通信端末の実現方策

次世代ネットワークが本格化する2010年までに環境整備が必要

新たなサービス・市場の創出

研究開発・標準化の推進

ＩＰ端末検証テストベッドの整備

多様な機器がオープンに
接続出来る環境の整備

⇒ IP端末と連動した研究開発・標準化のエンジン
を稼働。

⇒ 「ＩＤポータビリティ技術」等の2010年
実現を目指した研究開発・標準化の
推進

⇒ 新たなサービス開発や機器の
相互接続を行うためのテストベッ
ドの整備・展開

⇒ インターフェースや機能の標準化・認
証制度の策定・整備

・法学関係者も含めた分野
横断的な取り組み
・研究開発、標準化推進へ
の寄与
・責任モデルや消費者保護
対策等の推進
・IP端末の普及啓発・国際

展開
等

利用者が安心できる端末利用環境の実現

端末トラブルへの責任体制の整備

端末利用を巡る消費者への
種々の対応

多種・多様な端末の工事やトラブル
解決のための資格制度の検討

⇒ 種々の機器が登場し、オープンにネットワークに接続
され、利用者が困るトラブル社会になることも懸念。

⇒ 責任を誰（事業者、ベンダー、利用者
等）が取るかの「責任モデル」の策定・整
備

⇒ 事業者、法律家、消費者等による
対策・検討の場の設置

⇒ 工事担任者等の活用を含めたＩＰ化
時代に併せた資格制度の整備

施策を連携・一体化して推
進していくためのフォーラム
の設置

図５－１ ＩＰ化時代の通信端末の実現方策 
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＜資料１＞ ＩＰ化時代の通信端末に必要な要素 

 

研究会の構成員より、ＩＰ化時代の通信端末に必要な要素について、端末の種類、

アプリケーション、2010 年及び 2015 年の端末、アプリケーション、必要な機能の

イメージについてアンケートを行った結果を以下のようにとりまとめた。 

 

 

 

①携帯端末 

 携帯電話 

 携帯型ＰＣ 

 デジカメ・携帯オーディオ 

 パーソナルゲートウェイ 

 電子書籍・ＰＤＡ 

 

②家庭内端末 

 家電 

 ＡＶ家電 

 テレビ 

 ゲーム 

 電話機 

 健康器具 

 ホームゲートウェイ 

 ホームコントローラ 

 窓／ドア・監視カメラ 

・セキュリティ端末・センサ 

 ホームセキュリティ・ロボット 

 ＰＣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③オフィス・店舗・公共機関端末 

 オフィス端末 

 キオスク端末 

 決裁端末 

 公共交通機関 

 掲示板 

 安全確保のための端末 

 

④車載端末・その他の端末 

 運転支援 

 カーステレオ 

 教育用端末・教材機器 

 公衆電話機 

 医療用機器・端末 

 環境情報収集端末 
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①携帯端末 

端末名 
想定アプリケ
ーション 

 2010年 2015年 

携帯電話 

・携帯機能の
ASP化 

・コンテンツ配
信 

・コンテキスト
に基づくサ
ービス提供 

端末 

・ユーザ側での機能カスタ
マイズ 

・無線LANやFMC等、
複数のインフラを選択
可能 

・主要機能のプラットフォ
ームが統一 

・シンクライアント化し、
機能は入出力とユーザ
認証のみ 

・他の情報家電等との連携
機能が高度化 

・パーソナルGW 化 
・環境や通信内容に応じた

回線選択 

アプリケーシ
ョンや 
サービス 

・ユーザの趣向に合わせた
カスタマイズ 

・位置情報に応じた配信サ
ービス 

・国内マルチキャリア化 

・機能のほとんどがASP
化 

・状態や状況に応じたコン
テンツ配信 

・国際マルチキャリア化 

必要な機能 

・主要機能をオンデマンド
で構築可能なアプリケ
ーションプラットフォ
ーム 

・多様な通信インタフェー
スの実装 

・コンテキストアウェアプ
ラットホームに対応 

・ホームNW、外部NW と
のサービス連携機能 

・ソフトウェアダウンロー
ド、ハード追加による機
能拡張 

携帯型PC 
（オフィス

用） 

・オフィスソフ
トのASP化 

・インテリジェ
ントデータ
ストレージ 

・高度なグルー
プウェア 

端末 
・高度な認証機能 
・完全なシンクライアント

にはなっていない 

・高度な認証機能を備えた
シンクライアント端末 

・常に最適なネット接続状
態を確保する機能 

アプリケーシ
ョンや 
サービス 

・PC内に保存するデータ
を最小化するインテリ
ジェントなデータスト
レージサービス 

・PCで実行する様々な機
能を必要な時だけ利用
できるサービス 

必要な機能   

携帯型PC 
(個人用) 

・コンテンツ配
信 

・コンテンツス
トレージ 

・機能全体の
ASP化 

端末 
・軽量化、薄型化 
・エンタテイメント端末 

・シート型、多機能端末 
・ゲーム機にも書籍端末に

もPDAにもなる柔軟な
端末 

アプリケーシ
ョンや 
サービス 

・高品質なコンテンツ配信
サービス 

・ネットコミュニティサー
ビス 

・様々なアクション、エク
スペリエンスに必要な
PC内の環境を丸ごと利
用できるサービス 

必要な機能   

デジタルカメ
ラ 

デジタルビデ
オカメラ 
レコーダー 
携帯プレイヤ

ー 

・高機能データ
ストレージ 

・NWや他端末
とのデータ
のやりとり 

・防犯サービス 
・ライフログ 

端末 

・通信機能の搭載 
・撮影した映像をネット上

のストレージを記録 
・ネットラジオ・ネットテ
レビや配信サービスと
常時連携 

・家庭内端末同士の情報連
携 

・ウェアラブル端末 
・ロボット端末 
・パーソナルGW を介し
てのホームPCネット
ワークとの連携 

・省電力で広帯域化通信可
能な端末 
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アプリケーシ
ョンや 
サービス 

・ストレージサービス（ア
ップロード・保存） 

・リアルタイム映像記録 
・映像・音楽コンテンツ配
信サービス 

・ホームネットワーク外の
端末との情報連携 

・端末間コンテンツ流通 

・映像を常時記録し異常を
検知する防犯サービス 

・P2P型コンテンツ流通 
・各ユーザに合うコンテン

ツを自動配信 

必要な機能 

・コンテンツ作成支援機能 
・安全な接続(決済、コン
テンツ配信) 

・成りすまし防止 
・認証機能 

・パーソナルGW 連携機
能 

リモコン 
・情報端末コン
トロール 

端末 ・専用機 ・他端末に組込み 

アプリケーシ
ョンや 
サービス 

・一部が屋外制御 ・屋外からの制御 

必要な機能 
・マルチモード無線(3種) 
・NW セキュリティ対応 

・マルチモード無線(4-5
種) 

・生態認証 

パーソナル
GW 端末 

・シームレスな
ネットワー
ク/サービス
アクセス 

端末 
・携帯電話端末がGW 機
能を搭載 

・PAN/BANの外部NW 接
続対応 

アプリケーシ
ョンや 
サービス 

・PAN/BANの構成管理ア
プリケーション 

・PAN/BANのメンテナン
スサービス 

必要な機能 
・シームレスなNW アク
セス機能 

・ハンドオーバー機能 

・PAN/BANの管理機能、
メンテナンス機能 
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②家庭内端末 

端末名 
想定アプリケ
ーション 

 2010年 2015年 

冷蔵庫・エア
コン・風呂・
キッチン 

白物家電・情
報家電 

・ネットショッ
ピング 

・自動発注制御 
・遠隔操作 

端末 

・IP通信機能の搭載 
・リモートアクセス機能の

搭載 
・GW 機能(人が設定) 

・ICタグと協調 
・通信インタフェースを具

備 
・外部NW、ホームNW 内

端末の連携 

アプリケーシ
ョンや 
サービス 

・PCを中心とした機器連
携 

・家庭内コンソール等によ
る集中管理 

・家庭外からのリモートコ
ントロール 

・ホームコントローラと連
携したインテリジェン
トな制御 

・PCを介さない機器連携 

必要な機能 

・簡単な設定、操作 
・生体認証等の個人認証、
端末認証 

・高いレベルでの安全性と
利便性確保 

・障害点検索、通知 
・ホームネットワーク上で

の連携機能 
・安全な接続・認証 

AV家電（ビデ
オ／DVD／

BD／HDDVD
再生録画機ホ
ーム・タンク
ホームサーバ

ー） 

・異種端末間に
おけるコン
テンツの送
配信、操作、
制御、管理 

・情報リコメン
ド 

端末 
・ホームコンテンツ 
・オートレコーダー 
・IP通信機能の搭載 

・通信インタフェースを一
般装備 

・家庭外からの機能利用、
データアクセス 

アプリケーシ
ョンや 
サービス 

・家電やセンサ、携帯電話
が連携 

・IPTVサービス 

・ユーザ状態に応じたサー
ビスを提供 

・ホームNW内機器と連
携 

必要な機能 

・DLNA等の共通プロトコ
ル 

・高いレベルでの安全性と
利便性確保 

・オンラインでのセキュリ
ティ監視、機能更新 

・障害点検索、通知 

テレビ 

・コンテンツス
トレージ 

・ネットショッ
ピング 

・ホームコント
ロール 

端末 
・高精細な映像の受信 
・NW を通じたコンテンツ

の視聴 

・超薄型モバイルテレビ 
・ホームコントロールテレ

ビ 

アプリケーシ
ョンや 
サービス 

・高精細映像サービス 
・AV家電とインターネッ
ト上サービスの連携 

・通信放送融合 

・家電、センサ、AV機器
等操作のためのトータ
ルインタフェース 

必要な機能 
・DLNA等ホームネットワ

ークプロトコル対応 
・品質測定表示 

・センサや白物家電との連
携機能 

・障害点検索、通知 

ゲーム機 
アーケードゲ
ーム機器 

・オンラインゲ
ーム 

・ネットワーク
ゲーム 

端末 
・高機能化 
・モバイル端末と連携した

プレーがより進展 

・人間的なインタフェース 
・最適なネットワークを自

動的に選択可能 

アプリケーシ
ョンや 
サービス 

・家庭機と携帯機との異機
種連携 

・身体を使ったバーチャル
対戦型ゲーム 

・バーチャルリアリティを
体現できるオンライン
ゲーム 

必要な機能 

・NW セキュリティ対応 
・PAN(無線LAN、

Bluetoothなど)等の無
線インタフェース 

・生体認証 
・新たな課金方式 
・オンラインでのセキュリ

ティ監視、機能更新 

電話機 
電話系端末 

・電話(音声通
話) 

・音声通信 
端末 

・専用機→複合機 
・端末の IP化 

・ソフト化(組み込み) 
・多様な新規サービスへの

追従 
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・マルチメディ
ア通信 

アプリケーシ
ョンや 
サービス 

・マルチメディア化 
・通信サービスを利用者が

選択可能 

・適切な帯域、信頼性、料
金の通信の選択 

必要な機能 
・品質表示端末 
・端末 ID認証要求 
・複数NW へアクセス 

・生体認証 
・新たな課金方式 
・通信品質の情報管理 

健康器具 
生体センサ 
トイレ 

・コンテンツ配
信 

・情報リコメン
ド 

・ヘルスケア 
・健康診断アプ
リ 

端末 
・計測データをホームサー

バーにデータベース化 
・用途特化センサー 

・人体埋め込み型 
・医療機関との連携 

アプリケーシ
ョンや 
サービス 

・測定したデータを用いた
健康診断サービス 

・病人・高齢者監視 

・健康メニュー情報提供サ
ービス 

・ヘルスケア、美容など嗜
好性の高い用途 

必要な機能 ・高いセキュリティ、QoS  
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③オフィス・店舗・公共機関端末 

端末名 
想定アプリケ
ーション 

 2010年 2015年 

PC 
Thin Client 
複合機型端末

(オフィス) 
会議管理シス

テム 
バーチャル会
議システム 

・業務アプリケ
ーション 

・FAX、プリン
タ、スキャ
ナ、ストレー
ジ、コピー、
ドキュメン
テーション
管理 

・会議システム 
・バーチャル会
議システム 

端末 

・シンクライアント化 
・データ保護などセキュリ

ティ機能の高度化 
・臨場感を持つ遠隔会議シ

ステム 

・五感入出力等の人間的な
インタフェース 

・社外からのアクセスによ
る機能利用 

・移動型の機器の利用によ
り、会議に随時参加 

アプリケーシ
ョンや 
サービス 

・ネットワークからのアプ
リケーション提供 

・認証PFの整備 
・音声による記録、自動認
識による文書化 

・社外からの端末利用アプ
リケーション(リモート
オフィス対応) 

・会議室と同等の臨場感と
情報提供を、場所を問わ
ずにバーチャルに行う 

必要な機能 

・高いレベルでの安全性と
利便性確保 

・強固なセキュリティ機能 
・外部サーバと連携したデ

ータ多重化管理機能 

・インテリジェント化機能 
・利用者、外部からのアク
セス端末認証機能 

KIOSK端末 
自動販売機 

・チケット販売 
・コンテンツ販
売 

・認証、課金シ
ステム 

・電子マネーの
活用 

・販売情報通信
管理 

・通報サービス 

端末 

・ディスプレイの薄型化/
端末の小型化 

・生体認証 
・セキュリティ＋マルチア

プリ対応 
・利用者の携帯電話との双

方向通信 

・最適なネットワークを自
動的に選択可能 

・コミュニケーション型自
動販売機 

・緊急通報等社会的役割を
持つ自動販売機 

アプリケーシ
ョンや 
サービス 

・ネットワークや認証の信
頼性が高まる 

・様々なサービスのインフ
ラとしての利用 

・認証PFの整備 

・マルチサービス対応 
・社会に寄与する情報キオ

スク的な自販機 
・自動販売機からの緊急通

報サービス 

必要な機能 ・強固なセキュリティ機能 

・生体認証(利用者真性認
証) 

・新たな課金方式 
・インテリジェント化機能 

店舗決済端末 
ATM端末 

・認証、課金サ
ービス 

・代金決済、ポ
イント管理 

・電子マネーの
活用 

・紙幣入出金 

端末 

・ICタグを自動的に読み
取り、決済を行う 

・非接触 ICカードによる
携帯型端末等との連携 

・セキュリティ+マルチア
プリ対応 

・携帯型店舗決済端末 
・近距離無線による利用者

側端末の識別 
・マルチサービス化 

アプリケーシ
ョンや 
サービス 

・カートに入った状態で
ICタグを自動読み取
り、決済を行う 

・1端末による各種決済対
応 

・認証PFの整備 

・店内のどこでも決済可能 
・利用者とポイントの紐付

け 
・マルチサービス対応 

必要な機能 
・個人情報を極力隠蔽した

上での確実な決済技術 
・強固なセキュリティ機能 

・プライバシーを保護し、
かつ利用者を識別 

・生体認証(利用者真性認
証) 
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自動改札機 
公共交通端末 

 
(駅、バス停端

末) 

・認証、課金シ
ステム 

・改札通過情報
の配信 

・コンテンツ配
信 

・運行状況、列
車・バスの接
近情報提供 

端末 

・自動改札のネットワーク
接続が一般化し、他のサ
ービスと連携 

・交通機関情報提供端末 
・駅構内ディスプレイ、バ
ス停留所への設置形態 

・通過者とのインタラクテ
ィブな対応 

・運行本部とのネットワー
ク接続 

・利用者保有の端末への情
報配信 

アプリケーシ
ョンや 
サービス 

・改札通過時インフォメー
ションサービス 

・直近の運行状況の正確な
表示 

・車両、サーバが連携した
情報提供 

・サービスの幅が拡大 
・到着や乗り換えに関する

情報を検索、表示 
・利用者の接近を感知して

情報提供 

必要な機能 ・NW 接続機能 
・利用者プロファイルを利

用した情報カスタマイ
ズ機能 

登下校通知端
末 

緊急事態通知
端末 

公共エリアの
監視  カメ

ラ 
警察カメラ 

・通報サービス 
・見守りサービ
ス 

・ネットワーク
接続 

端末 

・位置情報携帯端末 
・移動体、生体、ICタグ
等の条件指定による撮
影 

・ネットワーク型監視用カ
メラ 

・最適なネットワークを自
動的に選択 

・ネットワークの多様化に
よる監視カメラの連携
作動 

アプリケーシ
ョンや 
サービス 

・特定地点通過や教室到着
等を通知 

・緊急時には学校や警備会
社等へ通知 

・犯罪防止、犯罪捜査、行
方不明者捜索 

・ソフトウェア無線 
・サービスの信頼性向上 
・監視用カメラの映像の自

動認識によるリアルタ
イムな防犯対策 

必要な機能   
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④車載端末・その他の端末 

端末名 
想定アプリケ

ーション 
 

2010年 2015年 

カーナビ 
カーナビ型端

末 
車載モジュー

ル 
車載器 

センサ端末 
クルマ 

業務用車両端
末 

・道路状況、環
境状況など
を考慮した
高度なナビ
ゲーション 

・NW上のコン
テンツアク
セス 

・走行車に対す
る総合的な
情報配信、及
び情報収集 

・物流車両、公
共交通、緊急
車両など目
的に特化し
た端末 

・車外環境や他
車/歩行者/障
害物を検出
しての運転
支援 

端末 

・小型化、通信の高速化 
・多様なアクセス方式のサ

ポート 
・カーナビ、通信機、車内

LAN(車内センサー)が
ネットワーク上で連携 

・双方向での高信頼通信確
保(緊急車両) 

・車内端末と携帯端末間で
の機能連携 

・車車間通信による情報交
換 

・高度カスタマイズによ
り、機能を業務向けに特
化 

アプリケーシ
ョンや 
サービス 

・地図等のデータ自動更新 
・路上センサと連携した高

精度ナビゲーション 
・ホームアプリケーション

と車の融合、連携 
・路車間通信 
・気象情報を加味しての安

全支援 

・双方向コミュニケーショ
ン 

・事故回避 
・緊急時の自動通報 
・車車間通信 
・顧客情報(在宅情報など)
を加味した配送ルート
設定(宅配等) 

必要な機能 

・NW と連携した機能更
新、データ更新機能 

・多様な IF、アクセス方
式への対応 

・異種端末間(カーナビ、
PC、携帯等)におけるコ
ンテンツ連携 

・認証機能 
・安全に関するセンサにつ

いては高い信頼性、リア
ルタイム性 

・高信頼無線通信機能(緊
急車両) 

・マルチモード無線 
・他端末との連携によるナ

ビ機能のハンドオーバ
ー 

・オンラインでのセキュリ
ティ監視、機能更新 

・アドホック通信 
・ソフトウェア追加による

カスタマイズ機能 

カーステレオ 
オーディオ型

端末 

・音楽鑑賞 
・マルチメディ
ア再生 

端末 
・専用機 
・端末への IP通信機能搭
載 

・マルチサービス化 
・ホームNW連携機能搭
載 

アプリケーシ
ョンや 
サービス 

・遠隔ダウンロード 
・コンテンツダウンロード 

・双方向コミュニケーショ
ン 

・ホームNW上のコンテ
ンツ再生 

必要な機能 
・運転を阻害しないUI機
能 

・マルチメディア化 
・コンテンツの権利管理機

能 

教育用端末 
教材機器 

・コンテンツ配
信 

・コンテンツス
トレージ 

・機能のASP
化 

端末  
・教育用電子書籍 
・モバイル教材端末 

アプリケーシ
ョンや 
サービス 

 

・教科書コンテンツ提供サ
ービス 

・教師用教材コンテンツ提
供サービス 

必要な機能   

医療用機器・
端末 

・診断治療ノウ
ハウの 共
有 

・遠隔診断 
・各種遠隔施術 
・認証システム 

端末 

・人体や医療機器への悪影
響のないNW 

・ベッドサイド端末 
・医師向け情報端末 
・医療用機器(電子制御の
機器) 

・ネットワーク経由で操作
可能な医療機器の拡大 
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アプリケーシ
ョンや 
サービス 

・電子カルテや医療用映像
の利用 

・薬剤の併用制限、最新医
薬情報の入手 

・往診での情報端末の利用 

・遠隔操作できる機器の増
加 

・専門医による遠隔診療・
手術 

必要な機能   

環境情報収集
端末 

(センサ系端
末) 

・環境情報収集
による高精
度、狭エリア
予報 

端末 ・端末の IP化 ・センサの多様化 

アプリケーシ
ョンや 
サービス 

・環境情報収集による高精
度、狭エリア予報 

・地球規模での環境変化予
測 

必要な機能 
・設置のみでNW に自動
追加される機能 

・端末間で統一されたアク
セスプロトコル 

・データのフォーマット 
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＜資料２＞ 用語解説 

 

○ ０ＡＢ～Ｊ 

 一般の加入固定電話に割り当てられる電話番号体系。0－市外局番-加入者番号に

ついて 0ABCDEFGHJ と記述するため、０ＡＢ～Ｊ番号と呼ぶ。 

 

○ 3G 

 第３世代携帯電話。ITU の定める「IMT-2000」標準に準拠したデジタル方式の携

帯電話。 

 

○ 4G 

 第４世代携帯電話。ITU が 2008 年から 2009 年に策定予定の通信規格に準拠する

デジタル方式の携帯電話。 

 

○ ADR (Alternative Dispute Resolution) 

 仲裁，調停，あっせんなどの，裁判によらない紛争解決方法。例として、裁判所

において行われている民事調停や家事調停、行政機関が行う仲裁・調停・あっせん

の手続及び弁護士会、社団法人その他の民間団体が行うこれらの手続等がある。 

 

○ ADSL（Asymmetric Digital Subscriber Line：非対称デジタル加入者線） 

DSL（Digital Subscriber Line：デジタル加入者線。電話用のメタリックケーブル

にモデム等を設置することにより、高速のデジタルデータ伝送を可能とする方式）

のうち、加入者から電話局へ送るデータの通信速度と電話局から加入者へ送るデー

タの通信速度が非対称となるもの。 

 

○ ANI（Application network interface） 

映像・音声・データ等を提供するアプリケーション機能とネットワーク間のイン

タフェース。 

 

○ CPU（Central Processing Unit） 

 中央処理装置。プログラムによって数値計算や情報処理、機器制御などを行う装

置。 

 

○ DoS（Denial of Service） 

メールやファイル、あるいは不正なパケットを大量に送りつけることで、システ

ムのサービスを停止させたり、サーバなどをダウンさせたりする攻撃の総称。 
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○ DSL（Digital Subscriber Line） 

電話用のメタリックケーブルに専用モデムを設置することにより、高速のデジタ

ルデータ伝送を可能とする方式の総称。 

 

○ DSRC（Dedicated Short Range Communication） 

 専用狭域通信。ETC や商用車管理システム等の路車間通信に用いられる無線通信。

通信可能な範囲は一般に路側機から数 m～30m。 

 

○ ETC（Electronic Toll Collection System） 

 ノンストップ自動料金支払いシステム。有料道路の料金所で一旦停止することな

く無線通信を用いて自動的に料金の支払いを行うシステム。 

 

○ ETSI（European Telecommunications Standards Institute:欧州電気通信標準化

協会） 

欧州郵便電気通信主管庁会議（CEPT: European Conference of Postal and 

Telecommunications Administrations）に加盟する諸国が中心となって 1988 年（昭

和 63 年）に設立した。フランスに本部があり、電気通信技術に関する様々な欧州

標準規格を作る。 

 

○ FMC（Fixed Mobile Convergence） 

固定通信・移動通信の融合 

 

○ FTTH（Fiber To The Home） 

電気通信事業者から各加入者宅まで光ファイバ・ケーブルで接続し、家庭でも超

高速データ等の高速広帯域情報を送受できるようにするもの。 

 

○ GDP（Gross Domestic Product） 

国内総生産。一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額。 

 

○ HSPA（High Speed Packet Access） 

 高速下り回線パケット・アクセス（High Speed Downlink Packet Access：HSDPA）

及び高速上り回線パケット・アクセス（High Speed Uplink Packet Access：HSUPA）

の総称。第３世代携帯電話の上り／下りのデータ転送レートを高速化した規格。 

 

○ IC（Integrated Circuit） 

 集積回路。トランジスタ、抵抗、コンデンサ、ダイオードなどの素子を使った電

子回路を半導体のチップ上に集積したもの。 
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○ ICT（Information and Communication Technology） 

情報通信技術を表す総称。 

○ IP（Internet Protocol） 

インターネットプロトコル。ネットワークに接続している機器の住所付けや、相

互に接続された複数のネットワーク内での通信経路の選定をするための方法を定義

している。インターネットによるデータ通信を行うために必要な通信規約。 

 

○ IP 電話（IP Phone） 

通信ネットワークの一部又は全部においてインターネットプロトコル（IP）技術

を利用して提供する音声電話サービス。 

 

○ IP ネットワーク（IP Network） 

インターネットプロトコルにより通信を行う通信網。 

 

○ IP-PBX （Intenet Protocol Private Branch eXchange） 

 IP ネットワーク内で、IP 電話端末の回線交換を行う装置及びソフトウェア。 

 

○ IPsec（Security Architecture for Internet Protocol） 

 インターネットにおいて暗号技術を用いて、IP パケット単位でデータの改竄防止

や秘匿機能を提供するプロトコル。 

 

○ IPv4（Internet Protocol version 4） 

 現在のインターネットで利用されているインターネットプロトコル。転送の単位

であるパケットの経路選択と、その断片化と再統合を主な機能とする。 

 

○ IPv6（Internet Protocol version 6） 

現在広く利用されているインターネットプロトコル（IPv4）に比べて、はるかに

多くの端末を接続することが可能であり、セキュリティ機能の追加、優先度に応じ

たデータの送信などの特徴を有する次世代のインターネットプロトコル。 

 

○ ISDN（Integrated Services Digital Network） 

 電話や FAX、データ通信を統合して扱うデジタル通信網。 

 

○ ISP（Internet Service Provider） 

 インターネット接続サービス提供事業者。電話回線や ISDN 回線、ADSL 回線、

光ファイバー回線、データ通信専用回線などを通じて、顧客である企業や家庭のコ

ンピュータをインターネットに接続する。 
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○ ITS（Intelligent Transport Systems） 

高度道路交通システム。最先端の情報通信技術を用いて人と道路と車両とをネッ

トワークで接続することにより、交通事故、交通渋滞などといった道路交通問題の

解決を目的に構築する新しい交通システム。 

 

○ ITU（International Telecommunication Union: 国際電気通信連合） 

電気通信に関する国連の専門機関であり、多国間の円滑な通信を行うため、世界

各国が独自の通信方式を採用することによる弊害の除去や、有限な資源である電波

の混信の防止、電気通信の整備が不十分な国に対する技術援助等を目的としている。 

 

○ ITU-T 

（International Telecommunication Union-Telecommunication 

 Standardization Sector：国際電気通信連合 電気通信標準化部門） 

電気通信に関する技術、運用及び料金について研究を行い、電気通信を世界規模

で標準化するとの見地から、技術標準等を定める勧告の作成などを行っている。 

 

○ NGN（Next Generation Network） 

IP ネットワークをベースとした次世代のネットワークの一つ 

 

○ NNI（Network-Network Interface） 

ネットワーク間の装置のインタフェース。 

 

○ PDA（Personal Digital Assistant） 

 個人用デジタル携帯情報端末。スケジュール、To-Do、住所録、メモなどの情報

を携帯して扱うための小型機器。 

 

○ PDCA サイクル（Plan-Do-Check-Act cycle） 

 事業管理におけるサイクルの１つ。Plan（計画）、Do（実施･実行）、Check（点

検･評価）、Act（処置･改善）１巡を行い、最後の Act を次のサイクルにつなげるこ

とで継続的な改善を行うもの。 

 

○ PHS（Personal Handy-phone System） 

設備や仕様を簡略化した、移動電話の一種。一つの基地局がカバーする範囲が狭

く、端末１台あたりの周波数帯域が携帯電話よりも広い。 

 

○ PSTN（Public Switched Telephone Network） 

アナログ電話網や ISDN 回線網を指す。末端に電話機をつなぎ、回線交換方式で

相手に接続して音声通話をするために用いる。データ通信を行うには、コンピュー
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タと回線の間にモデムを接続し、データ列と音声信号の相互変換を行う必要がある。 

 

○ QoS（Quality of Service） 

IP ネットワーク上での通信の品質を制御することや技術。 

 

○ SIP（Session Initiation Protocol） 

IP ネットワーク上で、電話の呼び出し等を実現するためのプロトコル。 

 

○ TTC（The Telecommunication Technology Committee：社団法人情報通信技術

委員会） 

ITU-T勧告や ISO標準、IETF標準などの国際標準に準拠して標準を作成している、

情報通信ネットワークを対象とした国内の標準化団体。 

 

○ UNI（User network interface） 

ユーザ・ネットワーク間のインタフェース。 

 

○ VoIP（Voice Over Internet Protocol） 

IP ネットワーク上における音声データを送受信する技術。IP 電話やインターネッ

ト電話と呼ばれるサービスはこの技術を用いたもの。 

 

○ VPN（Virtual Private Network） 

 仮想プライベートネットワーク。通信相手の固定された専用線の代わりに多数の

加入者で帯域共用する通信網を利用し、公衆回線をあたかも専用回線であるかのよ

うに利用できる技術。 

 

○ Wi-Fi（Wireless Fidelity） 

 無線 LAN の標準規格である「IEEE 802.11a/IEEE 802.11b」を用いた機器で、Wi-Fi 

Alliance（米国の業界団体） によって無線 LAN 機器間の相互接続性等について認定

（Wi-Fi Certified）されたもの。 

 

○ WiMAX（Worldwide Interoperability for Microwave Access） 

 2003 年 1 月に IEEE(米国電気電子学会)で承認された、固定無線通信の標準規格。

「ラストワンマイル」として、加入者宅へのケーブルの引き込みの置き換えが想定

されている。 

 

○ 機能粒度 

 機能の分割程度を示す度合い。 
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○ 実物系ネットワーク 

 Ｕ－Ｊａｐａｎ政策の４つの重点的取組の１つで、電子タグ・センサーネット、

ネットロボットの技術開発、情報家電のネットワーク化、ＩＴＳ、ＧＩＳの創造的

活用、ユビキタス端末（脱ＰＣ化）の技術開発を目指す。 

 

○ 人体通信 

 人体が微弱な電流を流す性質を利用し、人体を通信ケーブルの代わりに通信媒体

とする通信。 

 

○ スマートフォン（Smartphone） 

 コンピュータを内蔵し、音声通話以外に様々なデータ処理機能を持った携帯電話。

通常の音声通話や携帯電話・PHS 単独で使用可能な通信機能だけでなく、本格的な

ネットワーク機能、PDA が得意とするスケジュール・個人情報の管理など、多種多

様な機能を持つ。 

 

○ トリプルプレイサービス 

 １つのブロードバンド・アクセス回線を用いて、データ通信、電話サービス、映

像配信の３つのサービスを行うこと。 

 

○ ファームウェア 

ハードウェアの基本的な制御のために機器内に記録されたプログラム。ソフトウ

ェアとハードウェアの中間的な役割をすることからこのように呼ばれる。 

 

○ フィッシング 

 インターネットにおける詐欺の一種。金融機関などメールや Web サイトを装い、

暗証番号やクレジットカード番号などを搾取する詐欺。 

 

○ ボディエリアネットワーク 

 身に着ける機器（ウエアラブル機器）や体内埋め込み機器（インプラント機器）

を中心に、利用者の周囲にある端末が非常に近距離の無線通信で相互に連携するこ

とによって構成されるネットワーク。パーソナルネットワークとも呼ばれる。 

 

○ ユニバーサルデザイン（Universal Design） 

 人種・宗教・性別・年齢・身体的特徴の違いや能力の如何を問わずに利用するこ

とができる施設・製品・環境の設計。 

 

○ ユビキタスネットワーク（Ubiquitous Network） 

「いつでも、どこでも、何でも、誰でもアクセスが可能」なネットワーク環境。



 - 81 - 

なお、ユビキタスとは「いたるところに偏在する」という意味のラテン語に由来し

た言葉。 
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＜参考資料２＞ 

ＩＰ化時代の通信端末に関する研究会 開催状況 

 

これまで 12 回の会合を開催して審議を行い、ＩＰ化時代の通信端末の未来像及び

広く円滑な利用を推進するための通信端末の機能の在り方や必要となる方策を報告

書として取りまとめた。 

 

① 第１回研究会（平成 18 年 12 月７日） 

ＩＰ化時代の通信端末に関する研究会の運営方針、審議方針について審議を行い、

ＩＰ化時代の通信端末の将来像等及び当研究会で議論すべき事項について議論を行

った。 

 

② 第２回研究会（平成 19 年１月 26 日） 

ＩＰ化時代の通信端末の将来像等について議論を行った。 

 

③ 第３回研究会（平成 19 年２月６日） 

ＩＰ化時代の通信端末の将来像等について、通信端末の高機能化、種々の機器と

の接続性といった視点を中心に議論を行った。 

 

④ 第４回研究会（平成 19 年３月 12 日） 

ＩＰ化時代の通信端末の将来像等について、通信端末の多様化という観点から、自

動車から見た通信端末の在り方及びテレビやゲーム機器等も含めた情報家電の通

信端末としての進化について議論を行った。 

また、通信端末のイメージ及び今後の検討の論点等に関するアンケートについて、

取りまとめの途中経過報告を行った。 

 

⑤ 第５回研究会（平成 19 年３月 28 日） 

ＩＰ化時代の通信端末の将来像等について、電気事業における端末の現状と期待

する通信サービス・端末像及びビジネスモデル構築等の社会性観点について議論を

行った。 

また、通信端末のイメージ及び今後の検討の論点等に関するアンケートについて、

取りまとめの報告を行った。 

 

⑥ 第６回研究会（平成 19 年４月 25 日） 

ＩＰ端末のイメージと必要とされる機能について議論を行った。 
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⑦ 第７回研究会（平成 19 年５月８日） 

ＩＰ端末のイメージと必要とされる機能について議論を行った。 

 

⑧ 第８回研究会（平成 19 年５月 22 日） 

ＩＰ化時代の通信端末の利用イメージと通信端末関連市場の試算及び責任分担の

在り方について議論を行った。 

 

⑨ 第９回研究会（平成 19 年５月 31 日） 

ＩＰ化時代の標準化の在り方、求められる端末のための技術者像及び消費者保護

の確保方策について議論を行った。 

 

⑩ 第 10 回研究会（平成 19年６月６日） 

各回で審議した論点をふまえて、包括的な議論を行った。 

 

⑪ 第 11 回研究会（平成 19年６月 19 日） 

研究会報告書（案）について議論を行った。 

 

○ ６月 22 日から７月 23 日まで、報告書（案）に対して意見募集を行った。 

 

⑫ 第 12 回研究会（平成 19 年８月１日） 

 



２０１X年のＩＰ端末利用イメージ

ＩＤポータビリティ

安心サービス乗り換え

インテリジェントホーム

未来の端末カタログ

予測エージェント

極秘商談

＜参考資料３＞
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ＩＤポータビリティ

タクシーの座席のディスプレーを使って、新しいバッグの商品開発会議に
参加した。渋滞が続きそうだったので、もっと大きな画面を求め、タクシーを
降りて近くのカフェに移動することにした。

カフェへの移動中も議論を続けられるよう、通信をモバイル端末に切り替
えてみる。IDカードをモバイル端末にかざすだけで、それまでの通信内容は、

瞬時にモバイル端末のほうに引き継がれた。と同時に、タクシーのディスプ
レーからは「全ての利用履歴が消去された」という確認のマークが表示され
た。これなら、ライバル企業の社員がタクシーに乗っても、商品映像や会話
記録が流出する心配はない。

さて、到着したカフェのテーブルには、立体感ある映像を目の前に映し出
せる最新のディスプレーがついている。再びIDカードをかざすと、小さなモ

バイル端末で通信していた会議風景は、一瞬のうちに大画面に引き継がれ
た。

このテーブルなら、立体映像通信に適した高品質回線に自動的につなが
る。実施した市場調査の結果や、ライバル企業とのシェア競争のグラフを共
有しながら会議のメンバーに対して、説得力ある説明をおこなうことができ
た。
ついに、新商品開発にゴーサインをもらうことができた。
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安心サービス乗り換え

街を歩くA君とB君の二人。A君のほうは人気アイドル歌手“K”の大ファン
だ。
一方、B君は新しいものが好きで、立体映像を楽しめる最新のモバイル端
末を持っている。
さて、A君のモバイル端末にアイドル“K”のX社の音楽配信の広告が届く。

X社が“K”の立体映像配信を始めたようだ。B君が持っている端末なら、立
体映像が見られるに違いない。
そこで、A君はB君の立体映像端末を借りて、自分のIDカードをかざしてみ
る。すると、これまで平面だった映像がリアルな立体映像に早変わり。

A君はすっかり立体映像の魅力にとりつかれ、これまで加入していた映像
配信会社Z社を解約し、立体映像のX社のサービスに加入することにした。
ついでに、A君自身の端末も立体映像表示の最新端末に買い替えることに
した。

X社に加入手続きすると、すぐにデータ管理会社のエージェントからメッ
セージがやってきた。どうやら、解約したZ社に預けてあった個人情報や購
入履歴を消去し、代わりにX社のほうに預けなおしてくれるという。これなら、
これまでのZ社からしつこく案内が送られてくることもないし、過去に買った
ことのある音楽を新しく加入したZ社のほうでうっかり二度買いしてしまうよう
なミスも防げて、安心だ。
さあ、最新の端末に詳しいB君と一緒に、立体映像端末を買いにいくぞ。
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インテリジェントホーム

今日はホームパーティ。お客さんがたくさんくるから、子供たちにも手伝っ
てもらって大忙しになりそう。

でも、今回心強い味方「ホームマスター」がいるから安心。家にあるいろい
ろな家電製品や外部のサービスと連携してパーティを快適に盛り上げてく
れる。

まず、料理。今日のパーティは南米風なんだけど、今回新しく挑戦するメ
ニューに合わせて、オーブンレンジの加熱調理機能のプログラムをダウン
ロード。これで、微妙なコントロールもレンジに任せておける。

2つ目はエアコン。来客が増えても温度はいつも快適に保っておける。
3つ目は音楽。食前酒やオードブルにはボサノバが似合いそうだけど、お

客さんがそろってお酒が入って盛り上がったら、サンバになるように選曲リ
ストもダウンロードされる。音楽や室内の広さに一番適した音質になるよう
にアンプやスピーカーの調整も自動的にコントロールしてくれる。

家電製品がこれだけネットワークにつながって動くようになるとかえって誤
作動も心配になるけれど、ホームマスターは常に誤作動がないかどうか見
守ってくれているし、ホームセキュリティセンターとも連携して防犯・防災の
監視も万全。ネットワーク経由のいたずらや攻撃からも、家電製品たちを
守ってくれる。
ホームマスター、頼りになるなぁ。
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未来の端末カタログ

2015年ごろには、いろいろなものが通信端末につながるようになっている。
１．ウェアラブル端末
①靴ネットワーク：人が歩いたり走ったりすると発電し、その電力で通信でき
る。特に災害時に周囲のいろいろな通信機器とつながり合って（アドホック
通信）、大切な家族や知人との連絡を続けることができる。
②腕時計型端末：脈拍などの生体データを健康管理センターに常時送信し
てくれる。いざ持病の発作が起きてもリアルタイムにドクターにつながる。
２．エンタテインメント端末
①めがね型端末：ちょっとした休憩時間に、家で見かけた映画の続きをネッ
トワークからのストリーミング映像で見ることができる。
②マイカップ端末：なじみのカフェにマイカップを持っていくと、最新の音楽
映像がネットワークからダウンロードされてくる。
３．街中端末
①見守り街灯：登録しておくと子供が部活動や塾から帰宅する途中に、街
灯と通信して安全を確認できるし、異常があれば警察に通報してくれる。
②タウンモビリティ：足が不自由なお年寄りのための一人乗りの乗り物ロ
ボット。呼べば自動的に配車し、周囲の安全をセンサーで確認しながら目
的地まで送り届けてくれる。
③街中自立制御：地域に災害が発生したときに、災害の規模をセンサーで
検知し、水道・ガスなどのライフラインや、道路交通を防災センターと通信
しながら自律的に制御する。
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予測エージェント

顧客企業に大きなプラントの提案をすることになった。お客様が重視する
話のポイントや、市場動向を適切に理解したプレゼンテーションを作成しな
ければいけない。

そこで、頼りになるのが目の前に浮かび上がっているエージェント。眼鏡
に映し出されている立体映像だ。さあ、資料作成に取り掛かろう。

まずエージェントが、過去の打ち合わせの記録を解析し、顧客側の担当
者が売上重視の考えの持ち主だと告げてきた。そのためには、最新の市場
規模の予測が必要なのだが・・・

そうつぶやく間もなく、エージェントは○○省から発表された最新の市場
データを見つけてきて、立体映像グラフを作成し、プレゼンテーション資料
に付け加えてくれた。よし、これで説得力が俄然アップした。あとは、環境面
での性能の説明を入れておくよう指示しておこう。

こうして迎えたプレゼン当日。エージェントの予測どおり、今回の説明の流
れに対する顧客担当者の満足度は高そうだ。もちろん、細かい点での矢継
ぎ早の質問に対しても、エージェントが即座に対応し、ネットワークを検索し、
必要な情報を編集して最適な映像として表示してくれる。
おかげで、プラントの受注に大きく王手をかけることができた。

- 93-



極秘商談

わが社は、小さな町工場。従業員は少ないが、部品加工技術ではどこに
も負けない自信がある。
ある日、長年取引のある大手機械メーカーの重役が、テレビ電話をくれた。

ところがしばらく話をしていたら、この機械メーカーが開発を計画している新
製品の部品に関する極秘商談であることが打ち明けられた。

こんなときはとにかく信用が第一だ。万が一にも、情報漏えいがないように、
生体認証をおこない、通信サービスのセキュリティを最高レベルへと変更し
た。

続いて、機械メーカーから送られてくる製品の３Ｄデータを立体表示するた
めに回線速度を超高速レベルに設定した。これで、今回の部品に要求され
る設計や加工技術のレベルまではっきり分かる。

この商談は、機械メーカーの世界市場での生き残りをかけた重大プロジェ
クトのようだ。商談後に設計データの流出がないよう、全ての通信内容が
メーカー側で消去できるよう、高度に制御されている。商談が終わり、「では、
検討をよろしくお願いします」「がんばって検討してみます」という言葉がやり
取りされている間に、これまで表示されていた３D映像は一瞬にして目の前
から消え去ってしまった。
受注できるどうか、返事は3日以内にしなければいけない。今回も、長年

培ってきた技術に裏付けられた設計提案をして、重役さんを安心させてみ
たい。

- 94 -



端末の新名称について

「ＩＰ化時代の通信端末に関する研究会」における議論や、報告書（案）に関
する意見募集（ ６月２２日～７月２３日）において、端末の新名称案の提案が
あった（計６４件）。

端末の新名称は、今回、必ずしも一つの名称に絞るのではなく、ＩＰ化時代
の通信端末の利用環境を整備していく中で、今回の提案も含めて、関係者によ
りさらに検討していくことが適当。

○さくら

○開窓

○楽待

○間器

○情報ゲートウェイ

○接器

○接具

○接続器

○対網器

○端末２．０

○電新

○夢口

○網器

○網機能利用具

○網利用具

○利用器

○活動拠点（動点）

aggressive station, 

aggressive center

○機動的中心（機心）

agile base, agile link, 

agile partner, agile 

node

○生活拠点(活拠）

live base,

live site, live center

○アイボック

○コムタ

○マイコミ

○マイネット

○ネッター

○アプライアンス

○アプリケーションプレイ

ヤー

○インテリジェントリモコン

○ウインドウ

○ステーション

○ターミナル

○ネットワークエントランス

○マルチメディアデバイス

○メディアセンタ

○サービスアプライアンス

○サービスエージェント

○サービスコンソール

○サービスターミナル

○パーソナルエージェント

○パーソナルゲートウェイ

○パーソナルコンソール

○パーソナルサービス

プラットフォーム(PSPF)

○パーソナルデバイス

○ホームステーション

○ホームセントラル

○ホームターミナル

○ホームプラットフォーム

○ユーザープラットフォーム

○ユーザエージェント

○User Application Platform

○User Interface Device

○ユビキタスエージェント

○ユビキタスゲートウェイ

○ユビキタスステーション

○ユビキタスターミナル

○ユビキタスデバイス

○ユビキタスノード

○ユビキタスパーソナルゲート

ウェイ

○Ubiquitus personal assistance

○Ubiquitus personal device

○「deIP-c」(ディープ・シー)

devices enabling IP 

communications

○「HSI」

Human-Service-Interface

○「SIMA」

Security, Interoperability

and Multiple Access

○KAGAMI

○Prototype Terminal

＜参考資料４＞
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